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この行動計画は、今後の状況の変化や国の指針等を踏まえ、適宜見直していくもの

とする。 
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＜第１章 総論＞ 

 
 
１ 行動計画策定の目的 

 

新型インフルエンザの発生時期を正確に予知することは困難であり、発生そのもの

を阻止することは不可能である。 

また、交通手段の発展により地球規模で大量の人が短期間に移動する時代でもあり、

世界中のどこかで新型インフルエンザが発生すれば、我が国への侵入も避けられな

いと考えられる。 

ひとたび国内で発生すれば感染拡大による健康被害は甚大となり、社会・経済の破

綻が危惧される。こうした事態を生じさせないよう、対策を講じていく必要がある。 

 

このため、本県では、平成１７年度に三重県新型インフルエンザ対策行動計画を作

成したが、内容のほとんどが医療対応であったことから、平成２０年１２月に県の

行う社会対応について、県新型インフルエンザ対策行動計画社会対応版（暫定版）

を作成し、同時に平成１７年度に作成した県新型インフルエンザ対策行動計画は県

新型イフルエンザ対策行動計画医療対応版としたところである。 

   

  今回、社会対応版と医療対応版に分かれている三重県新型インフルエンザ対策行動計

画を統合するとともに、平成２１年２月に内閣官房から出された「新型インフルエンザ

行動計画」及び「新型インフルエンザ対策ガイドライン」の内容を踏まえて、三重県新

型インフルエンザ対策行動計画（以下「県行動計画」という。）の見直しを行うことによ

り、より効果的な新型インフルエンザ対策の推進を目指すものである。 
 

本計画は、発生すると非常に多数の重症者や死亡者が発生し、社会的に大きな混

乱が生じることが懸念されている高病原性鳥インフルエンザ由来等の強毒性の新型

インフルエンザの発生を想定して作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

今般の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）など、強毒性以外の新型イン

フルエンザに対しては、実際に発生したウイルスの感染力や毒性などの特

徴を踏まえ、国の動向や症例等を見極めながら、県行動計画を弾力的に運

用して対応を行う。 
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２ 行動計画策定の背景 

 

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとは表

面の抗原性が全く異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ１０年から４

０年の周期で発生している。 
ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を持っていないため、世界的な大流行

（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが

懸念されている。 
 
  ２０世紀では、１９１８年（大正７年）に発生したスペイン・インフルエンザの大

流行が最大で、世界中で約４千万人が死亡したと推定されており、我が国でも約３９

万人が死亡している。 
また、１９５７年（昭和３２年）にはアジア・インフルエンザ、１９６８年（昭和

４３年）には香港インフルエンザがそれぞれ大流行しており、医療提供機能の低下を

はじめ、社会機能や経済活動における様々な混乱が記録されている。 
 

近年、東南アジアを中心に鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が流行しており、このウ

イルスが人に感染し、死亡する例も報告されているが、このような鳥インフルエンザ

のウイルスが変異することにより、人から人へ感染する能力を獲得する危険性が高ま

っている。 
 
このような中、平成２１年４月にメキシコやアメリカにおいて、新型インフルエン

ザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）が発生し、平成２１年１２月現在、世界各国で感染が拡大してい

る状況であり、国際的な連携のもとに様々な取組が行われている。 

この新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）は、感染力は強いものの、多くの感染者

は軽症のまま回復していること、抗インフルエンザウイルス薬による治療が有効であ

ること等、季節性インフルエンザと類似する点が多い一方で、季節性インフルエンザ

では、高齢者が重篤化して死亡する例が多いのに対し、新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ

１Ｎ１）では、基礎疾患を有する者を中心として、また健常な若年者の一部において

も、重篤化し、死亡する例が見られることが分かっている。 

本県においても、このようなウイルスの特徴を踏まえながら、政府の対応方針等に

基づき、市町及び関係機関等と連携しながら対策を進めているところである。 

 
 

３ 新型インフルエンザとは  
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（１）新型インフルエンザの出現  

   ①新型インフルエンザの概要 

  新型インフルエンザウイルスとは、動物、特に鳥類にのみ感染していた鳥イン

フルエンザウイルスが、当初は偶発的にヒトに感染していたものが、遺伝子の変

異によって、ヒトの体内で増えることができるように変化し、さらにヒトからヒ

トへと効率よく感染するようになったものである。 

このウイルスがヒトに感染して起こる疾患が新型インフルエンザである。 

     

新型インフルエンザウイルスは、人間界にとっては未知のウイルスでヒトは免

疫を持っていないため、容易にヒトからヒトへ感染して広がり、急速な世界的大

流行（パンデミック）を起こす危険性がある。 

    鳥インフルエンザウイルスにも様々な種類があるが、現在最もこの新型インフ

ルエンザに変異しそうなウイルスとして取り上げられているのは、鳥インフルエ

ンザ(Ｈ５Ｎ１)と呼ばれるものである。しかしながら、近年Ｈ７と呼ばれる型も

流行の可能性が示唆されており、どの型が流行するかは明らかではない。  

 

②現況 

通常のインフルエンザはインフルエンザウイルスに感染して起こる病気で、か

ぜよりも、比較的急速に悪寒、高熱、筋肉痛、全身倦怠感を発症させるのが特徴

である。  

  高病原性鳥インフルエンザ由来等の強毒性の新型インフルエンザの症状は未

確定であるが、大部分のヒトが免疫を持っていないことになるため、通常のイン

フルエンザと比べると爆発的に感染が拡大し、非常に多くの人が罹患することが

想定されている。 

それと同時に罹患者のうちかなりの割合の人が肺炎などの合併症を起こし、死

亡する可能性も通常のインフルエンザよりも高くなる可能性がある。 

    毎冬に流行する通常のインフルエンザは、ある程度ヒトと共存しており、高齢

者や既に何らかの病気を持つ者を除き、感染による死亡率は０．１%以下である。

我が国では１年間に約1,000万人がインフルエンザに罹患し、約１万人が死亡し

ているという研究結果もある。  

 

③過去に流行した新型インフルエンザからの示唆  

    過去に流行した新型インフルエンザの一つとしてスペイン・インフルエンザ

（１９１８年-１９１９年）があり、世界中では人口の２５～３０％が罹患し、

4,000万人が死亡したと推計されている。 

当時の記録から、大流行が起こると多くの人が感染し、医療機関は患者であふ
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れ、国民生活や社会機能の維持に必要な人材の確保が困難になるなど、様々な問

題が生じることが考えられている。  

スペイン・インフルエンザでは、世界中に流行の波が到達するまで６～９ヶ

月の期間であったと伝えられているが、現代社会では、人口の増加や都市への

人口集中、航空機などの交通機関の発達などから、世界のどこで発生しても、

より短期間にまん延すると考えられる。 

    スペイン・インフルエンザにおいては３回の流行の波があったが、新型インフ

ルエンザにも流行の波があり、一つの波が２ヶ月程度続くと考えられている。 

そのため、一度流行が終わったとしても、次の流行に備えて更なる対策を行う

必要がある。  

 

 

４ 流行規模の想定（県内被害想定） 

    

高病原性鳥インフルエンザ由来等の強毒性の新型インフルエンザが流行した際

には、日本国内で全人口の約２５%が罹患し、医療機関を受診する患者数は最大で

2,500万人になると想定されている。また、過去に流行したアジア・インフルエン

ザやスペイン・インフルエンザのデータに基づき推計すると、入院患者は53万人～

200万人、死亡者は17万人～64万人とされている。これをもとに人口按分により三

重県内での患者発生状況を推計すると以下のとおりとなる。 

 

 三重県 全国 

医療機関を受診 

する患者数 

約 19 万 2 千人 

～ 36 万 8 千人 

約 1,500 万人 

～ 2,500 万人 

入院患者数 約 7,800 人 

～ 2 万 9 千人 

約  53 万人 

～  200 万人  

死亡者数 約 2,500 人 

～ 9,400 人 

約  17 万人 

～  64 万人 

  

これらの推計においては、新型インフルエンザワクチンや抗インフルエンザウ

イルス薬等による介入の影響（効果）、現在の我が国の衛生状況等については考

慮されていないことに留意する必要がある。 

また、全人口の２５％が罹患し、流行が８週間続くという仮定の下での入院患

者の発生分布の試算では、1 日当たりの最大入院患者（増加）数は、約1,500人（流

行発生から５週目）となる。 

   社会・経済的な影響としては、流行のピークが異なることから地域差や発生状況

による差があるものの、全国的に、従業員本人の罹患や家族の罹患等により、従業





- 6 - 

【参考】ＷＨＯが宣言する段階（フェーズ） 
 定 義 

フェーズ１ 
ヒトから新しい亜型のインフルエンザは検出されていない

が、ヒトへ感染する可能性を持つ型のウイルスを動物に検

出 

フェーズ２ ヒトから新しい亜型のインフルエンザは検出されていない

が、動物からヒトへ感染するリスクが高いウイルスが検出 

フェーズ３ ヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認されてい

るが、ヒトからヒトへの感染は基本的にない 

フェーズ４ ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認

されているが、感染集団は小さく限られている 

フェーズ５ 
ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認

され、パンデミック発生のリスクが大きな、より大きな集

団発生がみられる 

フェーズ６ パンデミックが発生し、一般社会で急速に感染が拡大して

いる 

 

 

６ 体制 

 

（１）対策本部の設置 

   以下のいずれかに該当する場合、三重県新型インフルエンザ対策本部（以下「対

策本部」という。）を設置し総合的な対策を行う。 

   ア 発生未確認期において、県内における鳥インフルエンザのヒトへの感染が確

認された場合 

   イ ＷＨＯがフェーズ４を宣言した場合 

ウ その他知事が必要と認めた場合 

 

（２）対策本部の構成 

   知事を本部長、両副知事、防災危機管理部長、健康福祉部長を副本部長とし、本 

庁各部局長、出納局長、企業庁長、病院事業庁長、教育長及び県警察本部長を本部 

員とする。 

    

対策本部には下図に掲げる事務局及び部を置き、本部長を補佐する。なお、事務

局の体制については、ウイルスの病原性や感染力等に応じて班、グループの弾力的

な設置、運営を行うこととする。 
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対策本部の庶務は、防災危機管理部危機管理総務室及び健康福祉部健康福祉総務

室において処理する。 

   

（対策本部の構成（例）） 

総括班

防災危機管理部

生活・文化部

健康福祉部

医療班 環境森林部

農水商工部

県土整備部

出納局

企業庁

病院事業庁

教育委員会

警察本部

医療情報グループ

総合対策グループ

情報グループ

総務グループ

医療対策グループ

総務部

副本部長（副知事、
防災危機管理部

長、健康福祉部長）

本部長（知事）

広聴グループ

広報グループ

政策部事務局長

広聴広報班

対策本部事務局 各部局等

本部員会議
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（対策本部事務局の所掌事務） 

班 グループ 所  掌  事  務 

総合対策 

１ インフルエンザ対策の総合的な方針立案、調整及び進

行管理に関すること 
２ 地方対策部、関係機関、企業及び県民等に対する指示、

協力要請、啓発及び連絡に関すること 
３ 社会機能維持に係る対策の推進及び確認に関すること 
４ 食料・生活関連物資の確保対策に関すること 
５ 国との連絡調整、他府県等への応援要請の総合調整に

関すること（医療対策Ｇと連携） 

情報 
１ 社会影響等の情報の収集・伝達、整理及び取りまとめ

に関すること 
２ 社会影響等の情報の報告及び連絡に関すること 

総括班 

総務 

１ 対策本部の庶務に関すること 
２ 本部員会議の運営に関すること 
３ 総括班各グループの記録の総括に関すること 
４ 対策本部組織の運営に関すること 

医療対策 

１ 医療体制の確保と関係機関との調整に関すること 
２ 医薬品等の供給にかかる関係機関との調整に関する 
  こと 
３ 国との連絡調整に関すること 
４ その他医療対策にかかる活動方針の立案に関すること 医療班 

医療情報 
１ 医療情報の収集・伝達、整理及び取りまとめに関する

こと 
２ 医療情報の報告及び連絡に関すること  

広聴  県民からの問い合わせや相談の対応に関すること 

広聴広報

班 広報 

１ 報道機関（新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等）

を通じた関連情報の提供に関すること 
２ 報道機関との連絡調整に関すること 
３ その他、各種広報媒体を通じた県民への情報提供に関 
   すること 

 

 

（３）地方対策部の構成 

   各県民センターに必要に応じて地方対策部を置き、地方対策部には地方対策部長、

地方対策副部長のほか地方対策部員を置く。 

   地方対策部長は県民センター所長をもって充て、地方対策部には総括班、医療班

及び部を置く。 
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  （地方対策部の構成（例）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（４）対策本部の機能 

   対策本部においては、情報の共有、医療及び感染の拡大防止に関すること、県内

への社会的影響の軽減方策の検討等を行い、各部は対策本部の方針に基づき、必要

な措置を講じ、感染拡大防止等を図る。 

   地方対策部においては、地方対策部長が本部長の命を受け、地域機関及び市町そ

の他の関係機関と連携し、対策を実施する。 

 

 

地方対策部長 
（県民センター所長） 

地方対策副部長 
（地方対策部長の指名職員） 

医療班 

総括班 

地方対策部員会議 

防災危機管理部 

農林水産環境部 

健康福祉部 

県土整備部 

 

地方対策部事務局 地方対策部各部 
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（５）対策本部の要員の確保 

ア 対策本部の活動は長期にわたることが予想されるため、職員のローテーション

も含めて必要な要員の確保を行う。 

 

イ 対策本部員及び対策本部事務局要員に罹患者が発生することが予想されるた

め、感染予防用具等の装着、分散型作業等により集団感染の防止を図るとともに、

代理者をあらかじめ指定するなど、要員の確保に努める。 

 

（６）対策本部要員等の予防措置等 

   対策本部員及び対策本部事務局要員に罹患者が発生することを防ぐため、職員に

対し、新型インフルエンザ感染予防のための普及啓発、情報の提供、健康管理に必

要な措置、発生状況等に応じて新型インフルエンザ発生地への出張の自粛等を行う。 

 

 

７ 県行動計画の主要項目 

（１） 情報収集と提供 

新型インフルエンザの流行状況に応じて、新型インフルエンザの発生状況、対

応状況等について情報収集を行う。 

収集した情報については、新型インフルエンザの感染防止やパニック防止の観

点から、適宜、情報提供を行い、県民全体で情報を共有していく。また、県民が

これらの情報を広く受け取れるように、県のホームページをはじめとする複数の

情報提供媒体を設定し、理解しやすい内容での情報提供を行う。 

 

（２） 水際対策 

    海外で新型インフルエンザが発生した場合において、国内への新型インフルエ

ンザウイルスの侵入を防止するため、国において水際対策が実施される場合は、

これに協力するとともに、必要に応じて警戒活動等を行う。 

 

（３） 感染防止 

    ア 医療対応 

      新型インフルエンザの流行に備えた対策を速やかに実施するためには、国

内未発生期の段階においては新型インフルエンザが発生したことをいち早

く察知すること、そして、国内での感染が拡大する段階においては拡大状況

や当該感染症の特徴を把握することが必要であり、そのためのサーベイラン

ス体制を確立し、対策のために必要な情報を速やかに入手することが重要で

ある。このため、市町、医師会、病院・診療所等及び消防本部等の協力を得



- 11 - 

て、各種サーベイランスを実施し、発生状況等を積極的に把握する。 

      新型インフルエンザ発生初期には、患者の治療とともに感染症のまん延防

止対策としても有効であることから、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）

に基づき、新型インフルエンザ患者等を感染症指定医療機関等に入院させる

こととし、そのための感染症病床や結核病床等の陰圧病床の利用計画を策定

しておく。 

      医療機関においては、それぞれの状況に応じて新型インフルエンザに感染

している可能性がある者とそれ以外の疾患の患者との接触を避けることや、

医療従事者に対する個人防護具の配布や健康管理、患者と接触した医療従事

者等に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等による院内感染対

策を実施し、二次感染防止を行う。 

      感染拡大期以降は、患者数が大幅に増大することが予想されることから、

重症者は入院、軽症者は在宅療養に振り分ける。 

その際、感染症指定医療機関以外の医療機関等の活用計画を策定してお

く。  

 

      抗インフルエンザウイルス薬については、計画的に備蓄を行い、新型イン

フルエンザ発生時には患者の発生状況等を踏まえ、県備蓄分の放出や買い占

めの監視等を行うことにより、安定供給を図る。 

さらに県備蓄量が一定量以下になった場合には、国備蓄分からの補充を

要請する。 

 

      プレパンデミックワクチン及びパンデミックワクチンについては、国の方

針に基づき、市町等と協力して接種体制を構築し、円滑な接種を行う。 

 

      なお、医療体制については、医師会、病院協会、感染症専門医師等からな

る三重県新型インフルエンザ専門家会議において、流行状況に応じて検討及

び医療機関の連絡調整等を行うものとする。 

 

    ※ 医療対応については、この計画に定めるもののほか、別途定める指針に基

づき対応するものとする。 

 

   イ 学校等の対応 

      学校等では、感染が拡がりやすく、また、このような施設で感染が起こっ

た場合、地域における感染源となるおそれがあるため、新型インフルエンザ
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の流行状況等に応じて、学校等の臨時休業及び入学者選抜の延期等を行う。 

    

   ウ 施設における感染防止 

      不特定多数の県民が利用する施設に対して、感染防止策の要請と施設利用

者への徹底を行う。 

 

   エ 社会活動の制限 

      感染拡大防止のためには、社会的活動における人と人との接触の機会を少

なくすることが必要である。このため、新型インフルエンザが発生した場合

には、発生状況等に応じて外出や集会の自粛要請等の地域対策、不急事業の

自粛要請等の職場対策を行う。 

 

（４） 社会機能の維持 

    新型インフルエンザは、全人口の２５％が罹患し、流行が約８週間程度続くと

予想されている。また、本人の罹患や家族の罹患等により、従業員の最大４０％

が欠勤することが想定され、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞を招くとともに、

公共サービスの中断や物資の不足により最低限の国民生活を維持することすら

できなくなるおそれがある。 

    このため、新型インフルエンザ発生時に、社会・経済機能の破綻を防止し、最

低限の国民生活を維持できるよう、事業者に対して、新型インフルエンザに対応

した事業継続計画を策定し、従業員や職場における感染対策、継続すべき重要業

務の選定、従業員の勤務態勢などをあらかじめ定め、発生に備えるよう要請する。 

特に、社会機能の維持に関わる事業者については、社会的に求められる機能を

維持するための事業の継続を要請する。 

 

（５） 行政サービスの維持 

    新型インフルエンザ発生時においても、必要最小限の行政サービスを維持する

ため、新型インフルエンザに対応した業務継続計画の策定、職場での感染予防、

感染拡大防止、施設における感染予防等を進める。 

 

 

８ 各部局等対応項目の概要 

情報と危機意識を共有し、連携を強化して新型インフルエンザ対策を推進する

ため、各部局等ごとの主な対応項目について下記のとおりとする。 
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（１）各部局等の主な対応項目 

部局等名 主 な 対 応 項 目 の 概 要 

政策部 

 

・広報及び報道対応に関すること。 

・公共交通等の確保に関すること。 

総務部 

 

・県業務の維持体制に関すること。 

・職員の健康管理に関すること。 

防災危機管理部 

 

・対策本部事務局としての総合調整に関すること。 

・防災関係機関（警察、消防、自衛隊等）との連絡調整等

に関すること。 

・ライフライン（電気、ガス、電信・電話）確保に関する

こと。 

・患者搬送体制の確保に関すること。 

生活・文化部 

 

・出国者、入国（帰国）者への対応に関すること。 

・外国人住民への対応に関すること。 

・私立学校における感染予防・まん延防止に関すること。

・生活必需品の確保に関すること。 

健康福祉部 ・対策本部事務局としての総合調整に関すること。 

・健康相談対応、感染予防策の普及啓発に関すること。 

・防疫対策の統括に関すること。 

・医療提供体制の確保に関すること。 

・社会福祉施設等における感染予防・まん延防止に関する

こと。 

・抗インフルエンザウイルス薬の適正な流通の確保に関す

ること。 

・新型インフルエンザ予防接種に関すること。 

・サーベイランス体制の整備、強化に関すること 

・疫学調査体制の整備に関すること。 

環境森林部 

 

・水道供給機能の確保に関すること。 

・感染性廃棄物の円滑な処理の確保に関すること。 

・ごみ処理体制の確保に関すること。 

農水商工部 

 

・農水商工団体及び生産者・事業者への情報提供及び協力

要請に関すること。 

・観光関連事業者への情報提供及び協力要請に関すること。

・食品等の生活必需物資の確保に関すること。 

・鳥インフルエンザ対策の所管部としての新型インフルエ

ンザ対策本部との連絡調整に関すること。 

県土整備部 

 

・県内侵入阻止に係る水際対策（港湾の防疫・感染防止）

に関すること。 

・ライフライン（下水道、ダム）の機能確保に関すること。

出納局 ・出納機能の維持に関すること。 

企業庁 

 

・業務（水道、工業用水道、電気事業）運営体制の確保に

関すること。 

病院事業庁 

 

・県立病院における新型インフルエンザ患者診療機能の確

保に関すること。 
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教育委員会 

 

・県立学校その他の教育機関における感染予防・まん延防

止等に関すること。 

・市町教育委員会との連携に関すること。 

警察本部 ・治安の維持、防犯対策等に関すること。 

 

（２）各部局等共通対応項目 

発生段階 共 通 対 応 項 目 
発生未確認期以降 部局等内における対応方針等の検討 

 
海外発生期以降 
 

所属職員の新型インフルエンザ発生国への渡航自粛、帰国支

援及び渡航歴のある職員の健康状態の把握 
国内発生期以降 
 

職場内での感染防止 
感染者拡大による欠勤職員増加に対する部内の業務維持対

策（業務の優先順位化、必要な業務の維持） 
発生状況等に応じて、職員の出張禁止、罹患した職員の出勤

停止措置等 
発生状況等に応じて、外出や集会の自粛要請等の地域対策、

不急の事業の自粛要請等の職場対策 
  

 



発生未確認期 
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＜第２章 各発生段階における対応＞ 

 

 
Ⅰ 発生未確認期  
  
 
１ 状況 
 

家きんなどに高病原性鳥インフルエンザが発生し、ヒトへの感染も見られる。海外及

び国内でヒトからヒトへ感染する新型インフルエンザの発生は確認されていないが、発

生の危険が差し迫っている状況。 

新型インフルエンザの発生を防止するため、国内外で、鳥インフルエンザの流行の封

じ込めとヒトへの感染防止のための努力を行っている。 
   

 

２ 基本的な考え方 
 

・県は、新型インフルエンザ発生に備えた感染予防対策の県民に対する普及啓発及び

各種の準備を行う。 
・新型インフルエンザの発生を防止するため、県内の鳥インフルエンザの発生予防及

びまん延防止対策を確実に行い、鳥インフルエンザの流行を封じ込める。 

 
 
３ 危機管理体制 
 
 (1）方針  

 ・海外で鳥インフルエンザのヒト－ヒト感染が疑われるなど、重要な情報を入手し

た場合は、情報連絡体制を強化するとともに、感染予防策及び普及啓発を実施す

る。（健康福祉部） 

 ・ 低限継続が必要な業務等についてあらかじめ検討し、新型インフルエンザの発

生が県内で確認され、感染により職員の欠勤による不足が生じた際にも業務が継

続できる準備を行う。（各部局等） 

・新型インフルエンザに関する各種の計画及びマニュアルの作成や見直し、修正を

行い、実効性を確保する。（各部局等） 
 
 (2) 県の体制 

   【共通】（各部局等） 

・部局等内の体制の構築 

・新型インフルエンザに関する情報（兆候を含む）の収集 

・国、市町、各部局等、地域機関、関係機関、事業者との連携と情報の共有 

・関係機関等の危機管理体制の確認 

  

 
４ 情報収集と提供 
 
 (1) 方針 
  ・新型インフルエンザが発生していないこの段階においては、鳥インフルエンザの



発生未確認期 

 - 16 - 

発生状況に関する情報を収集し、県民や関係機関等に発生状況、予防対策等の情

報を提供する。このため、情報の収集及び提供に係る連絡体制を確立する。（各

部局等） 
 
 (2) 情報の収集 

   ・関係機関等と緊急時の対応を事前に打ち合わせておくとともに、各関係機関・団

体等のそれぞれの緊急連絡網を確認する。（各部局等） 

・対応マニュアルの作成、業務従事に当たっての感染予防の注意事項の周知、普及

啓発等を関係団体等へ要請する。（各部局等） 

 

【共通】 

 以下の内容について情報収集を行う。（各部局等） 

・国内外での鳥インフルエンザ発生状況 

・鳥インフルエンザの人への感染状況 

・各省庁の対応方針、状況 

・インフルエンザの集団発生状況 

 

【担当部局等】 

担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて情報収集を行う。  
収集項目 担当 内容 

新型インフルエ

ンザ 

 

健康福祉部 

農水商工部 

環境森林部 

 

・鳥インフルエンザを中心とする感染症情報の収集 

 

  ・感染症発生動向調査システムを活用 

  ・国立感染症研究所との連絡体制の確認 

  ・市町との情報の共有 

 

 

 (3) 情報の提供 

【共通】 

以下の内容について、必要に応じて情報提供を行う。（各部局等） 

・新型インフルエンザに関する予防と対策の基礎知識 

・職場、業務従事に当たっての感染予防の注意事項 

 《主な提供先》 

部局名 提供先 部局名 提供先 

関係部局等 ・県有施設の指定管理者 健康福祉部 

 

・県民（三重県感染症情報セン

ターのＨＰを通じた、 新情

報の提供） 

・社会福祉施設等 

・医師会、医療機関（三重県感

染症情報センターのＨＰ及

びメーリングリスト等を通

じた、 新情報の提供） 

 

政策部 

 

・高等教育機関 

 

環境森林部 

 

・水道事業者 

・林業関係団体 

・環境関係団体 

 

総務部 

 

・職員 

 

農水商工部 

  

・商工関係団体 

・農水関係団体 

・観光関係団体 
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防災危機 

管理部 

 

・消防本部 

・防災関係機関 

・ライフライン企業等 

 

出納局 ・指定金融機関 

生活・文化部 

 

・私立学校 

・出国者（パスポート交

付窓口において情報

提供） 

・外国人住民 

・労働関係機関 
 

教育委員会 

 

 

・県立学校等の児童生徒、保護

者及び施設利用者 

・市町教育委員会 

 

 

【担当部局等】 
 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて情報提供を行う。  

部局名 提供先 内容 

生活・文化部 在外邦人 ・海外での家きん等における高病原性鳥インフルエンザの

発生状況や鳥インフルエンザへの感染状況、感染予防の

ための注意喚起（養鶏場や生きた鳥が売られている市場

への立入り自粛等） 
 

県民 

 

・県内で家きん等に高病原性鳥インフルエンザが発生し、

人への感染が確認された場合、発生状況及び対策の状況
 

社会福祉施設等 

 

・社会福祉施設等内で新型インフルエンザが発生した際の

対応 等 
 

健康福祉部 

 

在外邦人 ・海外での家きん等における高病原性鳥インフルエンザの

発生状況や鳥インフルエンザへの感染状況、感染予防の

ための注意喚起（養鶏場や生きた鳥が売られている市場

への立入り自粛等） 
 

農水商工部 

  

県民 

 

・養鶏場及び野鳥における鳥インフルエンザサーベイラン

ス結果の公表 

・県内で家きん等に高病原性鳥インフルエンザが発生し、

人への感染が確認された場合、発生状況及び対策の状況
 

 
 
５ 感染予防 
 
 (1）方針 

  新型インフルエンザに変異する可能性がある高病原性鳥インフルエンザの封じ込

め、新型インフルエンザの感染予防策及び県民への感染予防策の普及啓発を行う。

（各部局等） 
 

 (2) 医療 

ア サーベイランス 

・鳥インフルエンザの人への感染に対するサーベイランス及び通常のインフルエン

ザに対するサーベイランスを実施する。（健康福祉部） 

・家きん等における高病原性鳥インフルエンザのサーベイランスを強化する。（農

水商工部、健康福祉部） 
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 イ ワクチン 

 ・国の方針に基づき、市町等と協力して、プレパンデミックワクチン及びパンデミ

ックワクチンの接種体制を検討する。（健康福祉部） 

 

ウ 地域医療体制の整備 

・医師会・関係機関等と連携しながら、地域における医療体制の準備、整備を進め

る。（健康福祉部） 

 ・また、防疫資材の備蓄及び整備を進めるとともに、検査体制を整備する。（健康

福祉部） 

 

  エ 抗インフルエンザウイルス薬 

・備蓄を進めるとともに、円滑に供給されるよう流通体制を構築する。（健康福祉

部） 

 

  オ 救急機能の確保対策 

・消防機関における業務継続計画（感染防止対策（計画））の策定を各消防本部に

要請する。（防災危機管理部） 

・消防職員（救急隊員）に対する研修 

新型インフルエンザ患者（疑似症患者を含む。）と接触する可能性の高い救急隊

員等を対象とする感染予防研修会を実施する。（防災危機管理部） 

  

カ 家きん・輸入動物における高病原性鳥インフルエンザの防疫対策 

（国内での発生予防） 

・県内養鶏業者等に対して、農場段階における人や車両の消毒、野鳥の侵入防止

対策等の衛生管理の徹底を指導する。（農水商工部） 

・高病原性鳥インフルエンザが急速に拡大し、迅速なまん延防止措置が困難にな

る事態に備えて、緊急接種用の家きん用のワクチンの使用について、農林水産

省と協議する。（農水商工部） 

・高病原性鳥インフルエンザの防疫対策として必要となる資材（インフルエンザ

迅速診断キット、マスク等）を確保するとともに、需要急増が予測される衛生

資器材（消毒薬、マスク等）の生産・流通・在庫等の状況を把握する仕組みを

確立する。（農水商工部） 

・学校、家庭を含めて家きんを飼育している者に対して、家きんと野鳥との接触

を避けるよう、周知徹底を行う。（健康福祉部、農水商工部、教育委員会） 

 

（県内で発生した場合の対応） 

・感染家きん等への防疫措置（患畜等の殺処分、周辺農場の飼養家きん等の移動

制限等）を実施することにより、感染拡大を防ぐ。（農水商工部） 

・防疫措置に伴い、防疫実施地域における必要に応じた警戒活動等を行う。（警

察本部） 

・高病原性鳥インフルエンザが急速に拡大し、迅速なまん延防止措置が困難とな

った場合には、農林水産省の指示により家きん用の備蓄ワクチンを使用する。

（農水商工部） 

・家畜伝染病予防法に基づく患畜等に対する手当金に加え、互助基金や融資制度

により、影響を受けた農家の経営再開等を支援する。（農水商工部） 

・ペット鳥取扱業者や、動物園等において、濃厚に鳥と接触する飼育者等に異常

が認められた場合は、健康チェック等を行う。（健康福祉部） 
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（輸入動物対策） 

・輸入された鳥が、県内において感染鳥であったことが判明した場合には、追跡

調査等を実施する。必要に応じて殺処分等の措置を行う。（健康福祉部） 
 
 (3) 学校における感染予防 
    教育委員会は以下の対応を行う。なお、市町教育委員会と連携を図るとともに、

新型インフルエンザ対策が適切に実施されるよう要請する。また、高等教育機関、

私立学校についても、関係部局で同様の要請を行う。 
 

ア 体制及び対応 
・新型インフルエンザに関する県教育委員会のマニュアルを作成する。 

 
イ 情報収集及び提供 
・新型インフルエンザに関する情報を継続して収集するとともに、県立学校、

市町教育委員会、関係団体と情報共有を行う。 
  

ウ 感染防止 
・児童生徒、教職員等に対して感染予防のための留意事項等について啓発を行

う。 
  

エ 物品の備蓄 
・県立学校に業務継続のために必要な物品を整備する。 

 
 オ 体制整備 

・新型インフルエンザの発生に備え、情報収集、体制の整備、対応の検討を行

う。 
 
 カ 学校の臨時休業への準備 

・臨時休業の実施に備えて、次の事項について事前に検討を行う。 
     児童生徒及び保護者との連絡 
     家庭での過ごし方 
     学習 
     その他必要な事項 

 
 (4) 施設における感染予防 

管理又は関係する施設について、県内における新型インフルエンザ患者発生に備えた

対策を行う。 

【共通】 
不特定多数の県民が利用する施設に対して、各施設又は管理者ごとの感染防止対

策マニュアルの検討と作成の要請を行う。（各部局等） 
 
【担当部局等】 
  担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて対策を行う。  

対象施設 関係部局 内  容 

学校以外の教育関係 
施設 

教育委員会 
生活・文化部 

・学校以外の教育関係施設（美術館、博物館、斎宮歴史

博物館、熊野少年自然の家、鈴鹿青少年センター、県

営総合競技場等体育施設、総合文化センター、総合教

育センター等）において、情報収集の実施及び体制の

整備 
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社会福祉施設等 健康福祉部 
 

・社会福祉施設等に対し、年間を通して、通常のインフ

ルエンザと同様に感染防御に努めるように指導 
 

  
 
 
６ 社会機能の維持 
 
 (1) 方針 
    特に社会機能の維持に関わる事業者等に対し業務を継続する観点から、必要に応

じて業務交代や補助要員の確保などに留意して新型インフルエンザ流行時の業務の

運営体制について検討を進めるように要請するとともに必要な支援を行う。なお、

業務継続の有無の判断は事業者によるが、その際、政府等から出される勧告、通知

等には十分留意するよう要請する。（各部局等） 
 

(2) 事業所等の業務の継続 
   ・所管する関係事業者団体等を通じ、その傘下の企業等に対して、厚生労働省が策

定した「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を踏まえ

て、必要に応じて業務の運営体制を検討するよう要請する。（各部局等） 
・各事業者における事業継続のためのマニュアル等の作成について団体等を通じ周

知・依頼する。（各部局等） 
 
(3)社会機能維持に関わる事業者 

社会機能維持者に対して、以下の点について検討・確認、必要に応じて計画等の

策定を要請する。（各部局等） 
 (ｱ)社会機能維持者に要請する事項 

・危機管理体制の確認 
・事業の継続に必要な機能、業務、設備及びその他資源の検討 
・マスク等感染拡大防止に必要な物資の備蓄 
・職場内での感染拡大防止策の検討、疑い例が確認された際の対応の確認 
・その他業務継続のための対策の検討と上記に基づく従業員の訓練、必要に応

じた対策の見直し 
     

(ｲ) 社会機能維持者  
社会機能維持者 具体例 

医療従事者 

 

医療サービス、介護サービス（入所施設）の提供者・提供

機関等 

治安維持従事者 消防職員、警察官、自衛隊員、海上保安官等 

ライフライン企業等 電気事業者、上下水道事業者、ガス事業者、石油事業者等

国又は地方公共団の危機管

理に携わる者 

国会議員、地方議会議員、知事、市町長、国家公務員・地

方公務員のうち危機管理に携わる者等 

国民の 低限の生活維持の

ための情報提供に携わる者 

報道機関、重要なネットワーク事業・管理を行う通信事業

者等 

公共交通  

金融  

食料品・生活必需品の輸入・

製造 
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物流（貨物運送、倉庫等） 鉄道事業者、貨物運送業者、水運業者等 

行政サービス  

流通（小売、卸売）  

   

 (4) 生活関連物資等の流通の安定 
健康福祉部は医薬品等、農水商工部は物資について、県内に安定的に供給が得

られるよう事前に関連業者等との協力体制を構築する。この際、災害時の応援協

定を締結している関連業者等については、協定の実効性を確保する。また、追加

すべき業者があれば協定の締結を働きかける。 

 
    ・県内の生鮮食料品等の安定供給 

新型インフルエンザ対応マニュアルの作成等を農協、漁協等の関係団体へ周

知・依頼する。（農水商工部） 
 
  (5)治安対策 
  ・新型インフルエンザの国内外での発生時における治安の確保に向けた検討を行う。

（警察本部） 

・職員に対しては、新型インフルエンザに関する基礎知識、感染防止対策、対応時

の留意事項等の啓発を行う。（警察本部） 

・消防職員（救急隊員を除く）に対し、新型インフルエンザに関する基礎知識、感

染防止対策、対応時の留意事項等の啓発を実施する。（防災危機管理部） 
 
 
７ 行政サービスの維持  

 
(1) 業務継続のための体制整備 

ア 応援体制の整備 

・初動部門の体制及び初動部門への応援及び後方支援体制の整備（保健所など初

動及び交替の体制、部局間の調整）を行う。（総務部、健康福祉部） 

 

イ 県業務の継続 

・欠勤職員の増加を想定した業務継続計画の検討（新たに発生する業務、継続業

務、中断・中止・延期する業務の検討）を行う。（各部局） 

 

ウ 委託業者や関係機関の業務継続 

・委託業者や関係機関の危機管理体制や発生時の対応を確認する。（各部局） 

 

 

(2) 職場での感染予防・感染拡大防止措置 

ア 職員への意識啓発（総務部） 

・ 感染予防について職員へ意識啓発する。 

 

イ 感染拡大防止のための勤務体制の検討（総務部）  

・職員の感染拡大の防止を図りながら公務遂行が可能な勤務体制を検討する。 

 

ウ 感染防止物品の備蓄 

・感染防止物品（マスク、手袋、石鹸及び手指消毒用アルコール、次亜塩素酸ナ
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トリウム等）をあらかじめ備蓄しておく。（健康福祉部、総務部） 

・共用場所において必要になる物品をあらかじめ備蓄しておく。（庁舎管理者） 

 

(3) 施設における感染予防（各部局等） 

  ・管理又は関係する県有施設について、マニュアルの作成等新型インフルエンザ患

者発生に備えた対策を行う。 

 
 
８ 広報と相談窓口の設置 
 
(1) 広報 

ア 方針 
     防災危機管理部及び政策部と連携し、新型インフルエンザの基礎知識と予防策

などについて年間を通して広く県民･事業者へ呼びかける。（健康福祉部） 
 

  イ 広報すべき内容  

項目 内容 

基礎知識 ・新型インフルエンザ一般、国・地方自治体の対策、県民の協力 

（普及啓発） 
個人・家庭・事業所 
での対処方法 

・うがい・手洗い・マスク着用の励行、「咳エチケット」、食糧・水・

日用品の確保・備蓄 
・事業者向け対処方法〔社会的責任の重要性や事業継続するための方

策（マニュアル作成）〕の周知 

 

ウ 広報の方法 
  ・ホームページ、リーフレット、広報媒体を活用して広報を行う。報道機関に

対する記者発表や資料提供に係る調整は政策部が行う。（各部局等（主に健

康福祉部）） 
 
(2) 相談窓口 

    ・医療相談窓口設置時の円滑かつ適正な対応を行うため、Ｑ＆A 及び対応マニュア

ル等を作成する。（健康福祉部） 
  ・必要に応じて県民からの相談に対応するためにＱ＆Ａを作成する。（各部局等） 

  
 
９ その他 
 

(1) 廃棄物の処理に関する対策（環境森林部） 
・市町等に対して、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」

（平成２１年３月、環境省）を踏まえて対策を検討し、事業継続計画を取りまと

めるよう要請する。 
 

(2) 火葬能力等の把握 

・火葬場の能力及び施設の把握を行う。（健康福祉部） 
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Ⅱ 海外発生期   
  
 
１ 状況 
 

 海外において、ヒトからヒトへ感染する新型インフルエンザの発生が確認された段階。 
 海外で新型インフルエンザが発生した場合、短期間にウイルスが世界に広がると言わ

れている。このため、ウイルス感染者の水際での侵入防止を徹底し、県内でのまん延を

可能な限り防がなければならない。一方、人道的観点からは、帰国を希望する在留三重

県人を速やかに帰国させることが求められる。水際対策を構築するに当たっては、これ

ら２つの課題の両立を可能な限り追求する必要があるため、国と密接に連携しなければ

ならない。 
  

 
２ 基本的な考え方 
 
 ・短期間で国内発生、県内発生に至るケースが考えられることから、県内発生に対す

る事前の準備を先行的に行う。 
・検疫所等国の機関とも連携しながら、新型インフルエンザの県内侵入阻止のための

体制整備に努めるほか、サーベイランス体制を強化する。 

・県民への感染予防対策の普及啓発と県民からの相談体制を強化する。 
 
 
３ 危機管理体制 
 
  (1) 方針 

・「三重県新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき、対策本部を設置する。 
・収集した新型インフルエンザに関する情報の一元化、共有を図るとともに、必要に

応じてライフライン機能維持のための対策、施設を稼働するための要員確保、職員

の感染拡大防止策、物資の確保等の事項について検討を行う。（対策本部） 
・市町及び事業者等に対して、情報提供及び注意喚起を行うとともに、新型インフル

エンザ患者の発生状況等を把握するため、情報連絡体制を速やかに確立し、必要な

情報の提供を要請する。（対策本部） 
・入手した情報により新型インフルエンザに対する各種の計画及びマニュアルの見直

しと修正を行い、実効性を確保する。（各部局等） 

  

  (2) 県の体制 

  【共通】（各部局等） 

・対策本部を設置、運営 

   対策本部員会議等の開催 

      対策本部においては、新型インフルエンザの症状、感染力、致死率、潜伏期間、

予防方法等について収集できている情報を共有・分析 

      今後の対応方針について協議 

・部局等内に対策のための体制を整備（対策会議等の設置） 

   ・新型インフルエンザに関する情報（兆候を含む）の収集 

・部局内における情報の共有・分析 

・国、市町、各部局等、地域機関、関係機関、事業者等との連携と情報の共有 
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・関係機関等の危機管理体制の確認 

・部局等の対応状況を対策本部事務局へ報告 

 

【担当部局等】 

 担当部局等は、以下についても必要に応じて行う。  
部局名 役割 

防災危機管理部 

健康福祉部 
（対策本部事務局） 

・対策本部事務局の運営 

 

健康福祉部 

 

・医療相談窓口の設置 

 

教育委員会 

 

・県立学校等における新型インフルエンザ対応の体制を整備 

警察本部 

 

・三重県警察新型インフルエンザ対策本部の設置、運営 

（警察署：現地対策本部） 

 

県民センター 

 

・対策本部地方部を必要に応じて設置 

県の対策本部、市町等の対策本部と緊密な連携を図りつつ、対策を実施 

 

 

 (3) 関係機関との連絡調整     
 ・市町、防災関係機関、ライフライン関係企業との連絡通報体制、相互協力体制を

確立する。（対策本部） 

・医療機関、医師会及び病院協会の体制を確認し、必要に応じ協力を要請する。（健

康福祉部） 

・検疫機関と連携する。（健康福祉部） 
 
 
４ 情報収集と提供 
 
 (1) 方針 

 ・国、所管団体、事業団体等を通じて、海外での発生状況、国内での発生の兆候、

県民生活に影響を及ぼす社会・経済活動等の情報について主体に情報収集を行う。

（各部局等） 

・発生状況の情報提供と感染防止対策の普及啓発を行う。（各部局等） 
 
 (2) 情報の収集 

   ・関係機関等と緊急時の対応を事前に打ち合わせておくとともに、各関係機関・団

体等のそれぞれの緊急連絡網を確認する。（各部局等） 

   ・対応マニュアルの作成、業務従事に当たっての感染予防の注意事項の周知、普及

啓発等を関係団体等へ要請する。（各部局等） 

 

【共通】 

以下の内容について、必要に応じて情報収集を行う。（各部局等） 

・新型インフルエンザにかかる国外発生状況（外務省、厚生労働省等） 

・新型インフルエンザにかかる各省庁の対応方針、状況 

・インフルエンザの集団発生状況 

・ライフライン企業、その他関係する団体等の状況 

 



海外発生期 

 - 25 - 

【担当部局等】 

 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて情報収集を行う。 

収集項目 担当 内容 

新型インフル 

エンザ 

健康福祉部 ・ 新型インフルエンザ等を中心とする感染症情報 

・感染症発生動向調査システムを活用 

・国立感染症研究所との連絡体制を強化 

・保健所、保健環境研究所、健康危機管理室との情報の共有

・市町との情報の共有 

  

海外に滞在して 

いる児童・生徒 

・職員の状況 

 

総務部 

生活・文化部

教育委員会 

 

・海外（特に発生国及び周辺国）に修学旅行、旅行、出張や派

遣などで滞在している児童・生徒・職員の状況及び罹患状況

 

学校等の状況 

 

政策部 

生活・文化部

教育委員会 

 

・県立学校等、市町立学校、高等教育機関、私立学校等の対応

状況 

 

社会福祉施設等、

医療機関等 

 

健康福祉部 

 

・社会福祉施設等、医療機関等の対応状況 

 

海外渡航情報 

 

生活・文化部 ・外務省からの情報 

 

事業所等の状況 

 

農水商工部 

 

・ジェトロ等からの関連情報 

 

 
 (3) 情報の提供 

【共通】 

以下の内容について、必要に応じて情報提供を行う。（各部局等） 

・海外での新型インフルエンザの発生状況 

・新型インフルエンザの具体的症状 

・新型インフルエンザに関する予防と対策の基礎知識 

・職場、業務従事に当たっての感染予防の注意事項 

・相談窓口の設置状況 

 《主な提供先》 

部局名 提供先 部局名 提供先 

関係部局等 ・県有施設の指定管理者

 

健康福祉部 

 

・県民（三重県感染症情報セン

ターのＨＰを通じた、最新情

報の提供） 

・社会福祉施設等 

・医師会、医療機関（三重県感

染症情報センターのＨＰ及

びメーリングリスト等を通

じた、最新情報の提供） 

 

政策部 

 

・船舶、鉄道、バスの利

用者（事業者の事業所、

営業所等を通じて情報

提供） 

・高等教育機関 

 

環境森林部 

 

・水道事業者 

・林業関係団体 

・環境関係団体 
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総務部 

 

・職員 

 

農水商工部 

  

・商工関係団体 

・農水関係団体 

・観光関係団体 

・消費者 

 

防災危機 

管理部 

 

・消防本部 

・防災関係機関 

・ライフライン企業等 

 

出納局 ・指定金融機関 

生活・文化部 

 

・私立学校 

・出国者（パスポート交

付窓口において情報提

供） 

・外国人住民 

・労働関係機関 

 

教育委員会 

 

 

・県立学校等の児童生徒、保護

者及び施設利用者 

・市町教育委員会 

 

 

【担当部局等】 
 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて情報提供を行う。 

部局名 提供先 内容 

社会福祉施設等 

 

 

・施設立入者の予防対策 

各施設での対応マニュアル作成 

・社会福祉施設等で新型インフルエンザが発生した際

の対応等 

 

健康福祉部 

 

消防本部 

 

・新型インフルエンザ患者診療対応医療機関及び医療

提供のための臨時の施設 

 

商工関係団体 

 

・事業継続のためのマニュアル等作成 

・商工関係団体等を通じて海外出張や貿易など海外企

業活動への注意喚起 

 

消費者 

 

・風評被害対策 

 

農水商工部 

 

農水関係団体 

 

・新型インフルエンザ対応マニュアル作成 

・海外出張や貿易など海外活動への注意喚起 

 

教育委員会 

 

海外修学旅行、海外留

学等の者（学校を経由

して情報提供） 

 

・発生状況、予防方法等 

 

警察本部 県民 ・混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪の防止に関

する情報 

 

 

 
５ 水際対策 
 
 (1) 方針 

国が行う水際対策に協力するとともに、必要に応じて警戒活動等を行う。 
  
 (2) 出国を希望する県民への対応 
     ・海外渡航情報をはじめ外務省から情報を収集するとともに、必要に応じて情報の
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提供等を行う。（生活・文化部） 
・パスポート交付窓口において発生情報を提供、渡航延期を呼びかける。（生活・文

化部） 
・関連情報を複数言語に翻訳する。（生活・文化部） 

   
 (3) 帰国を希望する在外県民への対応 

 ・県は国が行う対応に可能な限り協力する。 

 ・患者発生国・地域から帰国した者は検疫ガイドラインに従うように指導する。新

型インフルエンザ様症状を呈した場合には、直ちに保健所に連絡し、保健所は、

指定された医療機関を受診するよう指導する。 
 
 (4) 入国者への対応 
   ・入国審査における措置 
    検疫所及び入管当局と密接に連携し、感染者のその後の入院等の措置等を適切に

行う。（健康福祉部） 
    

 (5)警戒活動の実施 

・検疫体制の強化に伴い、検疫実施港及びその周辺において必要に応じた警戒活動

等を行う。（警察本部） 

・感染者の密入国を防止するため、沿岸部及び海上におけるパトロール等の警戒活

動を強化する。（警察本部） 

 
(6) 発生国に滞在又は渡航する県民に対する呼びかけ等 

・海外渡航の関連情報を旅券窓口に掲示するとともに、ホームページを通じて情報

の提供を行う。（生活・文化部） 
 
(7) 事業者への要請 

   ・事業者に対し、発生国への出張を避けるよう要請する。（関係部局等） 
・海外駐在員や海外出張者がいる事業者に対しては、関係省庁や現地政府からの情

報収集を行いつつ、速やかに帰国させるよう要請する。（関係部局等） 
 
 
６ 感染予防 
 
 (1) 方針 

 ・国内感染が拡大した場合の感染防止対策を準備する。（関係部局） 

・新型インフルエンザの感染予防について県民への周知を徹底する。（関係部局） 
 
 (2) 医療 
  ア サーベイランス 

・疑い症例調査支援システムによるサーベイランス、ウイルス学的サーベイラン

スを引き続き実施する。（健康福祉部） 

・国の各種サーベイランスに協力する。（健康福祉部） 

 

  イ ワクチン 

・国の指示に基づき、優先接種対象者へのプレパンデミックワクチンの接種を行

う。（健康福祉部） 

・パンデミックワクチンが供給され次第、優先接種対象者に先行的接種を開始す
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る。（健康福祉部） 

 

ウ 地域医療体制の整備 

・新型インフルエンザの症例定義を関係機関に周知するとともに、医療相談窓口

を各保健所に設置し、県民への相談に対応する。（健康福祉部） 

・引き続きウイルスの状況等に応じ、医療体制、医療資材、検査体制の整備を進

める。 

 

  エ 抗インフルエンザウイルス薬 

・医療機関に対し、適切な使用を要請するとともに、患者の濃厚接触者に対し、

予防投与を行うよう要請する。（健康福祉部） 

・適切な流通を関係団体に要請する。備蓄を進めるとともに、円滑に供給される

よう流通体制を構築する。（健康福祉部） 

 
オ 救急機能の確保対策 

(ｱ)患者移送体制の確保 

・事前に消防機関等関係機関と協議し、患者の移送体制の確立を図る。（防災

危機管理部、健康福祉部） 

(ｲ)救急出動 

 ・県民に対し、ホームページやテレビ、ラジオ等により、インフルエンザ様症

状の場合でも軽症の場合には、救急出動要請を控えるよう広報する。（防災

危機管理部、健康福祉部） 

(ｳ)患者の搬送 

 ・新型インフルエンザの疑いのある患者の搬送に係る留意点について消防本部

に指導するとともに、必要な報告を消防庁に行う。（防災危機管理部） 

      (ｴ)救急機能の確保対策 

・消防機関における業務継続計画（救急業務体制（計画））の再確認を各消防本

部に要請する。（防災危機管理部） 

(ｵ)消防職員（救急隊員）に対する研修 

・新型インフルエンザ患者（疑似症患者を含む。）と接触する可能性の高い救急

隊員等を対象とする感染予防研修会の開催など、感染防止対策を実施する。

（防災危機管理部） 

  

(3) 学校における感染予防 

教育委員会は以下の対応を行う。なお、市町教育委員会と連携を図るとともに、

新型インフルエンザ対策が適切に実施されるよう要請する。また、高等教育機関、

私立学校についても、関係部局で同様の要請を行う。 
 
ア 情報収集及び提供 
・新型インフルエンザに関する情報を継続して収集する。 
・県立学校、市町教育委員会、関係団体との情報共有を密に行う。 
・新型インフルエンザに関して文部科学省からの通知等があった場合、速やか

に県立学校、市町教育委員会、関係団体に周知する。 
・海外修学旅行、教職員の渡航状況等必要な調査を行う。 
・県立学校及び市町教育委員会に対して、発生地域に滞在する児童生徒及び教

職員の健康状態を確認するとともに、新型インフルエンザに関する情報を伝

える。 
・児童生徒、保護者、教職員等に対して、必要に応じて新型インフルエンザに

関する情報を伝える。 
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イ 感染防止 
・児童生徒及び教職員に対して感染防止について再徹底する。 
・発生地域への修学旅行などについて、自粛、延期、変更等の対応を行うよう、

県立学校及び市町教育委員会に要請する。 
・海外の発生地域から帰県した児童生徒及び教員（その家族を含む）で、イン

フルエンザ様症状を呈した場合には、直ちに医療相談窓口（保健所）に連絡

する。また、これらの児童生徒等が、風評により不当な扱いを受けることが

ないようにする。 
   

ウ 物品の備蓄 
・業務継続のために必要な物品が充足しているか確認し、不足があれば補充す

る。 
   

エ 学校の臨時休業への準備 
・県立学校は、臨時休業実施時における次の事項についてあらためて確認した

上で、児童生徒にあらかじめ指導しておく。 
     児童生徒及び保護者との連絡 
     家庭での過ごし方 
     学習 
     その他必要な事項 

 
(4) 施設における感染予防 

管理又は関係する施設について、県内における新型インフルエンザ患者発生に備えた

対策を行う。（各部局等） 

 
【共通】 

・不特定多数の県民が利用する施設に対して、感染防止策の管理者への要請と施

設利用者への周知（各部局等） 

 
【担当部局等】 
 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて対策を行う。 

対象施設 関係部局 内  容 

学校以外の教育

関係施設 

 

生活・文化部 

教育委員会 

 

・学校以外の教育関係施設等（美術館、博物館、斎宮歴史博

物館、熊野少年自然の家、鈴鹿青少年センター、県営総合

競技場等体育施設、総合文化センター、総合教育センター

等）においては感染症の防止措置を講じるとともに、施設

利用者へ周知等の対応 

 

社会福祉施設等 健康福祉部 

 

・社会福祉施設等への要請 

全職員に新型インフルエンザの情報を正確に伝達 

職員に対して、職員・利用者の感染防御や健康状態の把握

を行うよう、注意喚起  

職員の発生地域への渡航の自粛 

職員、利用者に新型インフルエンザと思われる症状が発生

した場合は、速やかに医療相談窓口（保健所）に相談する

ように指導 

各施設に対応マニュアルを作成するよう指導 

市町児童福祉施設担当課へ感染拡大防止を要請 
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７ 社会機能の維持 
 
 (1) 方針 

 ・生活関連物資等の流通の安定、ライフライン等の確保及び交通機関の確保への対

策準備を行う。（関係部局） 

・事業者や生産者の対応が遅れることがないように、感染予防対策を要請する。（関

係部局等） 

 ・特に、社会機能の維持に関わる事業者等に対しては業務を継続する観点から、必

要に応じて業務交代や補助要員の確保などに留意して新型インフルエンザ流行時

の業務の運営体制への移行準備を要請する。なお、業務継続の有無の判断は事業

者によるが、政府等から出される勧告、通知等に留意する。（関係部局等） 

 
 (2) 事業所等の対応 

・所管する関係事業者団体等を通じ、その傘下の企業等に対して、「事業者・職場

における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を踏まえて、必要に応じて対策

を検討するよう要請するとともに、厚生労働省、外務省が発信する新型インフル

エンザ情報への注意喚起文書を発出する。（関係部局等） 

・各事業者における事業継続のためのマニュアル等の作成を商工団体等を通じ周

知・徹底する。（農水商工部） 

・所管する関係事業者団体等を通じ、その傘下の企業等に対して、海外勤務、海外

出張する従業員等及びその家族への感染の拡大を予防するため、「海外派遣企業

での新型インフルエンザ対策ガイドライン」（平成１９年５月１８日改訂、労働者

健康福祉機構 海外勤務健康管理センター）等を参考としつつ、職場として、必要

な措置等を講ずるよう要請する。（関係部局等） 

 

・特に社会機能の維持に関わる事業者に対しては、以下の対応を行う。 

【共通】 

  ・感染の広がり状況、事業への影響について情報提供を行う。（各部局等） 

     ・その社会的責任を果たす観点から、社会的に求められる機能を維持するため

の事業継続に向けた検討を要請する。（関係部局等） 

《主な事業者》 

対象事業者 関係部局 対象事業者 関係部局 

電気事業者 

 

防災危機管理部 

企業庁 

 

石油事業者 

 

防災危機管理部 

農水商工部 

 

上下水道事業者 

 

環境森林部 

県土整備部 

企業庁 

 

食品販売事業者等

 

農水商工部 

 

ガス・ＬＰ事業者 

 

防災危機管理部 

農水商工部 

物流 

 

防災危機管理部 

農水商工部 

 

通信事業者 

 

防災危機管理部 

 

  

 

 

【担当部局等】 

担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて対応を行う。 
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対象事業者 関係部局 取組内容 

防災危機管理部

 

・通常レベルの供給維持を要請 

 

電気事業者 

 

 

 

企業庁 

 

・電気の供給維持 

 

環境森林部 

 

・水道事業者に通常レベルの供給維持を要請 

・水道事業者に施設運転に必要な資材薬品等の確保を 

要請 

 

県土整備部 

 

・下水道の機能維持 

 

上下水道事業者 

企業庁 

 

・上水・工業用水の供給維持 

・施設運転に必要な薬品などの備蓄 

 

ガス・ＬＰガス事

業者 

防災危機管理部

農水商工部 

 

・通常レベルの供給維持を要請 

 

通信事業者 

 

防災危機管理部

 

・通常機能維持を要請 

 

食品販売事業者

等 

 

農水商工部 

 

・適正な食品流通の維持 

 

物流 

 

防災危機管理部

農水商工部 

 

・緊急時の輸送の確保について、県トラック協会に対し

事前に協力要請 

 
 
(3) 生活関連物資等の流通の安定 

    健康福祉部は医薬品等、生活・文化部、農水商工部は、生活関連物資等の円滑な

流通を確保する観点から、関係団体等に情報提供と注意喚起を行う。（健康福祉部、

生活・文化部、農水商工部） 

 

(4) 治安対策 

   ・新型インフルエンザの海外での発生に伴い、感染予防資機材の活用等による感染

予防対策を徹底した上で、必要な治安対策を講じる。（警察本部） 
・職員に対しては、新型インフルエンザに関する基礎知識、感染防止対策、対応時

の留意事項等の啓発を行う。（警察本部） 
【予想される主な警察活動】 

・国際港湾、検疫所、停留場所等における混乱を防止するために必要な警戒活

動及び交通規制 
・感染者の密入国に対する警戒活動 

・消防機関における業務継続計画（消火：救助業務体制（計画））及びその業務体制

（計画）の再確認を各消防本部に要請する。（防災危機管理部） 
・消防職員(救急隊員を除く)に対し、新型インフルエンザに関する基礎知識、感染防

災対策、対応時の留意事項等の啓発を実施する。（防災危機管理部） 
 

 
８ 行政サービスの維持  
 

(1) 業務継続のための体制整備 

ア 応援体制の整備 

・部内で要員が不足することが見込まれる場合は、対策本部が全庁的な応援
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体制を調整する。（対策本部、総務部） 

 

イ 県業務の継続 

      ・海外で発生した新型インフルエンザの症状や感染力等に応じ、業務継続計

画を再検討する。（各部局） 

・業務継続計画に基づき、部内での応援体制、指揮命令系統を確認する。（各

部局） 

 
(2) 職場での感染予防・感染拡大防止措置 

ア 職員への意識啓発（総務部） 

・海外で発生した新型インフルエンザの症状や感染力等に応じ、咳エチケッ

トの励行や症状があれば出勤せず自宅療養するなどの感染予防・感染拡大

防止措置について職員へ意識啓発する。 

 

イ 職員の勤務管理（総務部） 

・新型インフルエンザの流行度合いに応じて、発生国及び周辺国への職員の

出張禁止を指示する。 

・各部局を通じ、発生国及び周辺国に滞在する職員の状況及び罹患状況を収

集する。 

・新型インフルエンザの症状や感染力等に応じ、感染拡大防止のための勤務

体制を改めて検討する。 

・各部局を通じ、新型インフルエンザの感染が疑われる症状がある職員には

医療相談窓口への電話相談を行うよう指導する。 
 
(3) 施設における感染予防（各部局等） 

    管理又は関係する県有施設について、新型インフルエンザの症状や感染力に応じ

た対策を行う。 

 
 
９ 広報と相談窓口の設置 
 
(1) 広報  

ア 方針 

・防災危機管理部、健康福祉部等は政策部と連携し、県内での発生に備え、普

及啓発をあらゆる手段を通じて行う。 

・国の情報をベースとして、次の情報を得られる範囲内で記者発表、資料提供

を行い、不安の解消及び注意喚起を迅速かつ正確に行う。（防災危機管理部、

健康福祉部、政策部） 

・業務を通じて関係する機関にも普及啓発と注意喚起を行う。（各部局等） 
 

イ 広報すべき内容  
項目 内容 

 
 

 
海外での発生状

況 

・発生状況（国名、都市名） 

・確定診断の状況 

・健康被害の状況（感染者数、死亡者数） 

・感染者の症状 

・ＷＨＯ等が公表する対応、予防方法（ＷＨＯが発生国への渡航自粛勧

告を出していることを含む） 等 
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（協力依頼） 

県民・事業者への 

呼びかけ 

 

・新型インフルエンザ発生国への渡航自粛 

 

（普及啓発） 

個人・家庭・事業

所での感染予防

対策 

・手洗い・うがい・マスク着用の励行、「咳エチケット」、食糧・水・日

用品の確保・備蓄、不要不急の外出の自粛 

・発熱時の対応（医療相談窓口） 

・事業者向け対処方法〔社会的責任の重要性や事業継続するための方策

（マニュアル作成）〕の周知 

 

 

基礎知識 

 

・新型インフルエンザ一般、国・地方自治体の対策、県民の協力 

 

 

 
 
  ウ 広報の方法 

項目 方法 

記者発表、資料提供 

 

・状況に応じて記者発表又は資料提供 

 

ホームページ 

 

・「三重県の新型インフルエンザ対応」の開設 

 

新聞、テレビ、ラジオ 

 

・対策本部や関係室と調整しながら、契約広報枠を活用 

 

   

 

パスポート申請窓口 

 

・生活・文化部は、新型インフルエンザ発生国への渡航を希望する県民

に対して、発生情報の提供、渡航の自粛の呼びかけ 

 
 
 
 (2) 相談窓口 

   ・県民の新型インフルエンザに対する関心が高まり、海外での患者の発生状況や国

内、県内での状況及び感染予防対策等に関する相談が予想される。 
・各保健所に医療相談窓口を設置し、新型インフルエンザに関する相談への対応、

受診可能な医療機関の紹介等を行うことにより、県民の不安解消や適切な治療及

び感染拡大の防止に努める。（健康福祉部）  

相談内容 担当部局等 想定される相談内容 

医療相談 
 

保健所 
 

・発生状況、感染予防対策、専門的事項 

 

食料 
 

健康福祉部 
農水商工部 
 

・鶏肉・鶏卵等の生鮮食料品の安全性について 
（間違った風評等の流布が想定される） 
 

 
 
 (3) 外国人住民等への対応 

 ・関連情報を必要に応じて複数言語に翻訳しホームページを通じて提供する。（生

活・文化部） 

・必要に応じて、外国人住民からの相談に電話や電子メールで対応する。（生活・

文化部） 
 
 
10 その他 
 
（１）廃棄物の処理に関する対策（環境森林部） 

・感染性産業廃棄物の県内の収集運搬業者及び処分業者に対し、県内発生期には新
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型インフルエンザを含む感染性産業廃棄物を優先的に受託・処理するよう要請す

ることを必要に応じ検討する。 
・市町等の一般廃棄物焼却施設での感染性廃棄物の受け入れ処理について、市町等

と必要に応じ検討する。 
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Ⅲ 国内発生期   
 
 
１ 状況 
 

 国内で、新型インフルエンザの発生が確認されるが、感染の範囲が非常に限られてい

る段階（県内での感染は認められていない段階。）。県内における発生は避けられず、

時間の問題である。 
 
 
２ 基本的な考え方 

・県は、新型インフルエンザの県内への感染をできるだけ防止し、県内への感染拡大

を遅らせる。このため、県内へのウイルスの侵入を出来るだけ防止するとともに、

感染が疑われる患者が発生した場合には、速やかに指定医療機関へ搬送するととも

に、ウイルスの検査を迅速に行い確定する。 

 ・県民への普及啓発を強化し、感染予防を図る。 
 
 
３ 危機管理体制 
 
 (1) 方針 

 ・県は、海外発生期に引き続き、対策本部を設置し、収集した新型インフルエンザ

に関する情報の一元化、共有を図り、県内発生の監視を続ける。 

・ライフライン機能維持のための対策、施設の稼働のための要員確保、職員の感染

予防策、物資の確保等を行う。 

・市町及び事業者等に対しても、情報提供及び注意喚起を行うとともに、県民生活

の安定、新型インフルエンザ患者の発生状況等を把握するため、必要な情報の提

供を要請する。 
 
 (2) 県の体制 

【共通】（各部局等） 

・ 対策本部の運営 
 

      対策本部員会議等の開催 

      対策本部においては、新型インフルエンザの症状、感染力、致死率、 

潜伏期間、予防方法等について収集できている情報を共有・分析 

      今後の対応方針について協議 
 
・部局等内に対策のための体制を継続 

   ・新型インフルエンザに関する情報の収集 
・部局内における情報の共有・分析 
・国、市町、各部局等、地域機関、関係機関、事業者等との連携と情報の共有 
・関係機関等の危機管理体制の確認 
・部局等内の対応状況を対策本部事務局へ報告 
 

【担当部局等】 

 担当部局等は、以下についても必要に応じて体制整備を行う。  
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部局名 役割 

防災危機管理部 
健康福祉部 
（対策本部事務局） 
 

・対策本部事務局の運営 
 

健康福祉部 
 

・医療相談窓口の運営 
・新型インフルエンザの診療体制の整備のための調整 
 

教育委員会 ・県立学校等における新型インフルエンザ対応の体制を継続 
 

警察本部 ・三重県警察新型インフルエンザ対策本部の運営（警察署：現地対策本部） 
 

県民センター 
 

・対策本部地方部を必要に応じて設置、運営 
県の対策本部、市町等の対策本部と緊密な連携を図りつつ、対策を実施 
 

 
 (3) 対応方針の検討 

 ・新型インフルエンザの発生地、症状、感染力、致死率、潜伏期間、予防方法等及

び社会活動状況について収集した情報を共有・分析し、今後の対応方針について

協議する。（対策本部） 

【共通】（各部局等） 

検討すべき内容 

感染防止策 ・県内へのウイルス感染拡大防止対策 

・患者対策 
 

社会活動 ・社会機能の維持 

・事業継続等 

・連絡体制の強化 

・社会混乱の防止対策 

・関係機関、団体等が主催する不特定多数の「人が集まる事業、行事等」

の自粛の要請 
 

県業務の維持 ・部内緊急連絡網の再確認 

・感染流行地域と関連する事業の取扱い 

・業務継続計画に基づく業務実施のための事前措置、状況に応じて業務継

続計画の実行  

・職員派遣要請等による必要な要員の確保 

・臨時的な人員配置の見直し 

・「人が集まる事業、行事等」の開催の自粛 
 

 職員管理 ・職場での感染予防、感染拡大防止措置の徹底  

・発生地域への職員の出張禁止  
 

関係機関の体 

制の把握 
 

・部局内の各所属での情報共有、連絡調整 

 

 

【担当部局等】 

 担当部局等は、以下についても必要に応じて検討を行う。 

部局等 検討すべき内容 

健康福祉部 

総務部 

 

・医療対応に対する応援体制の整備（健康福祉部、総務部） 

新型インフルエンザ罹患者に対して管轄保健所が実施する疫学調査（感染源・

感染経路等の究明、罹患者に対する接触者の把握等）において、健康福祉部内

での人員調整によっても必要な人員が不足する場合の調整 
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政策部 

生活・文化部 

教育委員会 
 

・学校等の情報収集の強化と感染防止対策の強化 

 

健康福祉部 

 

・社会福祉施設等の危機管理体制の確認 

・市町へ保育所等児童福祉施設の危機管理体制の確認 
 

 

 (4) 関係機関との連絡調整 
 ・市町、防災関係機関、ライフライン関係企業との連絡通報体制、相互協力体制を

確立する。（対策本部） 

・発生状況について、中部圏、近畿圏各府県との情報共有を行う。（対策本部） 

・医療機関、医師会及び病院協会の体制を確認し、必要に応じ協力を要請する。（健

康福祉部） 

・検疫機関と連携する。（健康福祉部） 
  

 
４ 情報収集と提供 
 
 (1) 方針 

 ・県内での新型インフルエンザ感染防止のため、発生状況あるいは兆候に関する情

報をあらゆる手段を通じて入手する。さらに、県民生活に影響する状況あるいは

兆候を早期に把握し、社会混乱を未然に防止する。 
 ・このため、あらかじめ確認した情報連絡系統により、市町、所管団体、事業者団

体を通じて、それぞれが行うべき対応について、改めて確認する等注意喚起を行

う。（各部局等） 
 
 (2) 情報の収集 

 関係機関等と緊急時の対応を事前に打ち合わせておくとともに、各関係機関・団

体等のそれぞれの緊急連絡網を確認する。（各部局等） 

【共通】 

 以下の内容について、必要に応じて情報収集を行う。（各部局等） 

・新型インフルエンザに関する情報  

・国内発生状況（厚生労働省、近隣各府県） 

・各省庁の対応方針、状況 

・インフルエンザや感染症の集団発生 
・事業所等の状況 

ライフライン企業、その他関係する団体等の状況 

 

【担当部局等】 

 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて情報収集を行う。 

収集項目 担当 内容 

新型インフルエンザ  健康福祉部 ・新型インフルエンザ等を中心とする感染症情報
 

・感染症発生動向調査システムを活用 

・国立感染症研究所との連絡体制を強化 

・保健所、保健環境研究所、健康危機管理室で

の情報共有 

・市町との情報の共有 
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ライフラインの状況 防災危機管理部 

環境森林部 

県土整備部 

企業庁 

 

・電気、ガス、上下水道、通信に係る事業者の取

組状況 

 

食料 

 

農水商工部 

 

・農水産物の生産・流通状況 

 

学校等の状況 

 

政策部 

生活・文化部 

教育委員会 

 

・新型インフルエンザ等を中心とする感染症の発

生状況及び臨時休業等の措置の実施状況 

 

社会福祉施設、医療機 

関等の状況 

 

健康福祉部 

 

・社会福祉施設等の状況 

事業所等の状況 生活・文化部 

農水商工部 

出納局 

・商工会議所･商工会、産業支援センター、労働

関係機関などの状況 

・指定金融機関の状況 

 
 (3) 情報の提供 

【共通】 

以下の内容について、必要に応じて情報提供を行う。（各部局等） 

・国内での新型インフルエンザの発生状況 

・新型インフルエンザの具体的症状 

・新型インフルエンザに関する予防と対策の基礎知識 

・職場、業務従事に当たっての感染予防の注意事項、注意喚起 

・相談窓口の状況 

 

《主な提供先》 

部局名 提供先 部局名 提供先 

関係部局等 ・県有施設の指定管理者 

 

健康福祉部 

 

・県民（三重県感染症情報セン

ターのＨＰを通じた、最新情

報の提供） 

・社会福祉施設等 

・医師会、医療機関（三重県感

染症情報センターのＨＰ及

びメーリングリスト等を通

じた最新情報の提供） 

 

政策部 

 

・船舶、鉄道、バスの利用

者（事業者の事業所、営

業所等を通じて情報提

供） 

・高等教育機関 

 

環境森林部 

 

・水道事業者 

・林業関係団体 

・環境関係団体 

 

 

総務部 

 

・職員 

 

農水商工部 ・商工関係団体 

・農水関係団体 

・観光関係団体 

 

防災危機 

管理部 

 

・消防本部 

・防災関係機関 

・ライフライン企業等 

 

出納局 ・指定金融機関 
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生活・文化部

 

・消費者 

・私立学校 

・外国人住民 

・労働関係機関 

 

教育委員会 

 

 

・県立学校等の児童生徒、保護

者及び施設利用者 

・市町教育委員会 

 

 

 

【担当部局等】 

 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて情報提供を行う。 

部局名 提供先 内容 

社会福祉施設等 

 

・施設立入者の予防対策 

・各施設での対応マニュアル作成 

 

健康福祉部 

 

 

 

 

 

 

消防本部 

医師会、医療機関

 

・新型インフルエンザ患者診療対応医療機関 

（三重県感染症情報センターのＨＰ及びメーリングリス

ト等を通じた、最新情報の提供） 

商工関係団体 ・事業継続のためのマニュアル等の作成 
 

消費者 ・農水産物の生産・流通情報 

・風評被害対策 
 

農水商工部 

 

農水関係団体 ・新型インフルエンザ対応マニュアルの作成 
 

企業庁 

 

上水道事業者 

工業用水ユーザー

電力会社 

 

・上水・工業用水の送水状況 

・発電状況 

 

警察本部 

 

県民 

 

・混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪の防止に関する

情報 

 

 
 
５ 封じ込め対策 
 

 ・防災危機管理部、健康福祉部は、政策部と連携し、新型インフルエンザの地域封じ

込めが隣接する県で行われる場合には、県民への情報提供を行い、不安の除去と注

意喚起を行う。 
 ・当該県に対する可能で必要な協力を行う。この際、隣接県の封じ込め対策により生

活上の支障が生じる地区が発生した場合は、該当市町と連携し、必要かつ可能な支

援を行う。 

 
 
６ 感染予防 
 
 (1) 方針 

  県内発生に備え、感染者の早期確認及び医療の確保を行う。また、県民への感染

予防についての啓発を徹底して行う。 
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(2) 医療 
ア サーベイランス 

 ・疑い症例調査支援システムによるサーベイランス、ウイルス学的サーベイラ

ンスを引き続き実施する。（健康福祉部） 

・国の各種サーベイランスに引き続き協力する。（健康福祉部） 

 

イ ワクチン 

・引き続き、優先接種対象者へのプレパンデミックワクチンの接種を行う。（健

康福祉部） 

・パンデミックワクチンが供給され次第、優先接種対象者への先行接種を行う。

（健康福祉部） 

 

ウ 地域医療体制の整備 

   ・状況に応じて、感染症指定医療機関等へ診療を要請する。（健康福祉部） 

   ・引き続きウイルスの状況等に応じ、医療体制、防疫資材、検査体制の整備を

進める。（健康福祉部） 

 

エ 抗インフルエンザウイルス薬 

・医療機関に対し、引き続き適切な使用を要請するとともに、必要に応じて、

患者の濃厚接触者に対し、予防投与を行うよう要請する。（健康福祉部） 

・引き続き適正な流通を関係団体に要請する。（健康福祉部） 

    

オ 救急業務体制の強化 

      (ｱ)患者移送体制の確保 
・消防機関等と患者の移送体制を再確認する。（防災危機管理部、健康福祉

部） 

      (ｲ)救急機能の確保対策 

・消防機関が作成した業務継続計画（救急業務体制（計画））に基づき、救

急業務体制の強化を各消防本部に要請する。（防災危機管理部） 

・消防職員（救急隊員）の感染状況について県に報告し、感染が拡がった

場合に勤務ローテーションの変更、他部署の職員転用等消防・救急業務

に支障が生じない措置を講じるよう要請する。（防災危機管理部） 

      (ｳ)各消防本部に対する救急隊員への感染防止策の徹底 
・新型インフルエンザ患者（疑似症患者を含む。）に濃厚接触した救急隊

員等でプレパンデミックワクチンを未接種で、かつ十分に感染防御せず

暴露した恐れがある場合には医療相談窓口に連絡する。（防災危機管理

部） 

・職員の健康状況を確認し、インフルエンザ様症状を呈した職員には出勤

を控えるよう指導すること、感染防止のためマスクを着用すること等の

感染防止対策の徹底を要請する。（防災危機管理部） 
     

(3) 学校の対応 

   教育委員会は以下の対応を行う。なお、市町教育委員会と連携を図るとともに、

新型インフルエンザ対策が適切に実施されるよう要請する。また、高等教育機関、

私立学校についても、関係部局で同様の要請を行う。 
 

ア 情報収集及び提供 
・新型インフルエンザに関する情報を継続して収集する。 
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・県立学校、市町教育委員会、関係団体との情報共有を密に行うとともに、

必要な対応の通知や要請を行う。 
・県立学校及び市町教育委員会に対して、国内及び海外の発生地域に滞在す

る児童生徒及び教職員の健康状態を確認するとともに、新型インフルエン

ザに関する情報を伝えるよう要請する。 
・児童生徒、保護者、教職員等に対して、必要に応じて新型インフルエンザ

に関する情報を伝える。 
 

イ 感染防止 
・発生地域への修学旅行などについて、自粛、延期、変更等の対応を行うよ

う、県立学校及び市町教育委員会に要請する。 
・児童生徒、保護者、教職員等に感染防止や健康状態の把握に努めるよう注

意喚起を行う。 
・発生地域から帰県した児童生徒及び教員（その家族を含む）で、インフル

エンザ様症状を呈した場合には、直ちに医療相談窓口（保健所）に連絡す

る。また、これらの児童生徒等が、風評により不当な扱いを受けることが

ないようにする。 
 

ウ 物品の備蓄 
・業務継続のために必要な物品が充足しているか確認し、不足があれば補充

する。 
 

エ 学校の臨時休業 
・感染拡大防止等公衆衛生上必要であると判断した場合又は県新型インフル

エンザ対策本部等から要請があった場合は、県立学校の臨時休業を行うと

ともに、必要に応じて市町教育委員会に同様の措置を要請する。なお、判

断にあたっては、政府等から出される勧告、通知等に留意する。 
   

オ 入学者選抜の延期 
・入学者選抜を延期する場合に備えて準備を行う。 
・入学者選抜に関する問い合わせ窓口を設置する。 
・感染拡大防止等公衆衛生上必要であると判断した場合は、入学者選抜の延

期を行う。なお、判断にあたっては、政府等から出される勧告、通知等に

留意する。 
 
(4) 施設における感染防止 

 管理又は関係する施設について、県内での新型インフルエンザ患者発生に備えた対策

を行う。 

【共通】 
・不特定多数の県民が利用する施設に対して、感染拡大防止策の管理者への要請

と施設利用者への周知（各部局等） 

 
【担当部局等】 
 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて対策を行う。  

対象施設 関係部局 内 容 

港湾、駅、バス停 

 

政策部 

県土整備部 

 

・事業者の事業所、営業所等の感染状況を把握し、利用者に

情報提供 

・事業者において、運行の是非を判断 
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学校以外の教育関

係施設 

 

 

 

 

 

 

生活・文化部 

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

・学校以外の教育関係施設（美術館、博物館、斎宮歴史博物

館、熊野少年自然の家、鈴鹿青少年センター、県営総合競

技場等体育施設、総合文化センター、総合教育センター等）

においては、感染防止措置を強化するとともに、施設利用

者への周知等対応を強化する 

・感染拡大防止のための臨時休館等を検討 

・職員のマスク利用、うがい、手洗いの励行を徹底 

 

社会福祉施設等 健康福祉部 

 

・情報提供を行い、以下の事項を要請する。また、市町保育

所等児童福祉施設担当課に対し、管内の保育所等へ適切な

対応を要請 

危機管理体制の確認 

利用者の家族への情報提供 

施設内での感染拡大予防のための措置 

施設運営体制の整備と必要な事項の指示徹底 

 
 
  

(5) 交通機関への対応 

 ・三重県に向かう交通機関を管理する機関等との連絡体制と具体的手順を確認する。

（関係部局） 

・事業者（船舶、列車、高速バス）に対して、三重県に向かう公共交通機関において、

インフルエンザ様症状を有する患者や死者があるとの情報がもたらされた場合には、

検疫・交通事業者・施設管理者と連携して消毒・有症者の隔離場所の確保等の必要

な防疫措置、従事者の感染防止対策を実施するように要請する。（政策部、県土整

備部） 

 

 (6)社会活動の制限 
近隣の都道府県で患者が確認された場合は、住民の生活圏や通勤、通学の状況等を

踏まえて、次の対策の実施について検討する。（各部局等） 

・集会や催し物、コンサート、映画上映、スポーツイベント等不特定多数の者が集

まる活動の自粛の呼びかけ 
・外出の自粛の呼びかけ 
・公共交通機関の利用自粛呼びかけ 

 
(7) 住民への支援 

ア 高齢者、障がい者、乳幼児等への支援準備 
   ・在宅の高齢者、障がい者、乳幼児等に対する必要な支援について、市町と

情報交換を行う。（健康福祉部） 

 
イ 食料、生活必需品等の購入困難な家庭への支援準備 

・市町からの要請に備え、「災害時の協定を締結している事業者」等から食

料調達の準備を行う。（農水商工部） 

 
ウ 外国人住民等への対応 

・関連情報を必要に応じて複数言語に翻訳しホームページを通じて提供する。

（生活・文化部） 
・必要に応じて、外国人住民からの相談に電話や電子メールで対応する。（生

活・文化部） 
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７ 社会機能の維持 
 
(1) 方針 

 ・生活関連物資等の流通の安定、ライフライン等の確保及び交通機関への対策等を

行う。事業者や生産者が感染予防や発生状況に無関心で対応が遅れることがない

ように、感染予防対策を要請する。（関係部局等） 
 ・特に、社会機能の維持に関わる事業者等に対しては業務を継続する観点から、必

要に応じて業務交代や補助要員の確保などに留意して新型インフルエンザ流行時

の業務の運営体制への移行を要請する。なお、業務継続の有無の判断は事業者に

よるが、政府等から出される勧告、通知等に留意する。 
 
(2)事業所等の対応 
  ・所管する関係事業者団体等を通じ、その傘下の企業等に対して、「事業者・職場に

おける新型インフルエンザ対策ガイドライン」を踏まえて、必要に応じて対策を講

じるよう要請する。（関係部局等） 
・関係団体等と連携して農水関係業者、商工業事業者の相談窓口を設置する。（農水

商工部） 
 
・事業者に対し、業務、業態に応じて事業継続方針の検討を行うよう要請する。（関

係部局等） 
ア 社会機能の維持に関わる事業者 

・社会機能の維持に関わる事業者については、その社会的責任を果たす必要

があることから、社会的に求められる機能を維持するための事業の継続を

要請する。 
  (ｱ)社会機能の維持に関わる事業者への要請事項  

事業者 担当部局 取組内容 

防災危機管理部 

 

・従業員の健康管理の徹底と、安定した電力供 

給体制の維持を要請 
 

電気事業者 

企業庁 ・職員の健康管理を徹底し、電気の供給維持 
 

環境森林部 

 

・各市町水道局等に対し、事業の維持に必要な 

措置の徹底（運転要員の確保、施設運転に必 

要な資材の確保）を要請 
 

県土整備部 ・下水道の機能維持 
 

上下水道事業者 

企業庁 

  

・職員の健康管理を徹底し、上水・工業用水の 

供給維持 

・薬品などを速やかに確保できるよう、業者等 

に要請 

・委託業者等に対し、従業員の健康管理の徹底と、

業務体制の維持を要請 
 

ガス・ＬＰガス事 

業者 

防災危機管理部 

農水商工部 
 

・事業者に、通常レベルの供給維持を要請 

 

通信事業者 防災危機管理部 
 

・通常機能の維持を要請 

 

石油事業者 

 

防災危機管理部 

農水商工部 

・県石油商業組合を通じ、傘下組合員に対し、今

後の協力を要請 



国内発生期 

 - 44 - 

食料販売事業者等 

 

農水商工部 ・関係団体を通して、食料品、生活必需物資等の

確保と円滑な提供を要請する。 
 

 

 

物流 

 

防災危機管理部 

農水商工部 
 

・三重県トラック協会に対し、今後の協力を要請

 

 
(ｲ)社会機能の維持に関わる事業者への要請内容（項目別） 

項目 要請内容 

事業継続 

 

・業務を継続する観点から、指揮命令系統の設定や業務交代（勤務形態

の変更）、補助要員の確保などに留意して新型インフルエンザ流行時の

業務の運営体制への移行の準備を要請 
 

情報収集及び周知 

 

・国内外の新型インフルエンザの感染状況等に関する情報を、必要に応

じて、厚生労働省、外務省等の政府機関、地方公共団体や世界保健機

関（ＷＨＯ）等の国際機関から入手するとともに、事業者団体、関係

企業等と適切に情報交換を行う。また、得られた情報を、必要に応じ

て、各事業者の計画や対策の見直しに役立てるとともに、事業者・職

場としての対応方針と併せて、社内外に迅速かつ適切に周知 
 

職場内での感染拡

大予防のための措

置 
 

・職場内での感染予防のために、従業員等に対して必要な措置等を講ず

る 

従業員等への予防

的措置のための知

識の啓発 

 

・新型インフルエンザ感染予防のため、政府の新型インフルエンザに関

する情報に注意しつつ、その流行の度合いに応じた対応等、従業員等

に対して、必要に応じて新型インフルエンザの知識について啓発 
 

 
イ 自粛が要請される事業者 

感染拡大防止の観点から、不急の事業については、可能な限り縮小・休止

することが望ましい。中でも不特定多数の者が集まる場や機会を提供してい

る事業者に対しては、感染拡大防止の観点から、事業活動の自粛の準備を行

うよう要請する。（関係部局等） 
 

ウ 一般の事業者 
    当該事業者にとっての重要業務を特定し、重要業務の継続に人的、物的資

源を集中しつつ、その他の業務を積極的に縮小・休止することが望ましい。

感染拡大防止の観点から、不急の業務について、可能な限り縮小・休止など

の対策を講じるための準備を行うよう、要請する。（関係部局等） 
 

(3) 生活関連物資等の流通の安定  
    生活・文化部、農水商工部は、一時的な生活関連物質等の不足が予想 

されることから、関連する事業者等に対して安定供給への要請を行う。 
   

(4) 公共交通の対策 

ア 事業者への要請 
    事業者に対して、必要に応じて国内発生地域の状況を情報提供し、発生地

域への運行の際は十分な感染防止対策をとるよう依頼する。（その他上記(4)

イの内容についても要請を行う。）（政策部） 
   

イ 公共交通機関の利用者に対する広報への協力依頼 
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       政府が国民に対して、マスクの着用や不要不急の外出を控えること、うが

い、手洗い及び咳エチケットの励行などを呼びかけるのにあわせて、鉄道駅

構内、バスターミナル、旅客船ターミナル、鉄道車両内、バス車両内、旅客

船内など、公衆の目に触れる場所で、ポスター類の掲示、構内放送及び車内

放送などにより利用者に対し、必要に応じて感染防止対策を周知することを

事業者団体等に対し協力依頼する。（政策部） 
   

ウ 検疫所の指導に従った対応の要請 

    事業者団体等に対して、検疫所の指導に従うとともに、必要に応じて協力

を行うよう要請する。（政策部） 
 
 (5) 治安対策 

ア 警察の活動 

新型インフルエンザの国内での発生に伴い、感染予防資機材の活用等によ

る感染予防対策を徹底した上で、必要な治安対策を講ずる。（警察本部） 
【予想される主な警察活動】 
・国際港湾、検疫所、停留場所等における混乱を防止するために必要な警

戒活動及び交通規制 
・感染者の密入国に対する警戒活動 
・医療機関における混乱を防止するために必要な警戒活動及び交通規制 
・社会的混乱に乗じた犯罪等の予防及び取締り 

 

イ 消防団に対する要請 

   ・各市町を通じて消防団に対し、インフルエンザ様症状を呈した団員には出動

を控えるよう指導すること、感染防止のためマスクを着用すること等の感染

防止対策の徹底を要請する。（防災危機管理部） 
  ・各市町に対して、消防団員に感染が拡がった場合に、消防・水防活動に支障

が生じない措置を講じるよう要請する。（防災危機管理部） 
 
 
８ 行政サービスの維持 
 
 (1) 方針 

・各部局等は、職場での感染予防・感染拡大防止措置を徹底するとともに、業務継続

計画に基づく業務実施のために必要な事前措置を検討し講じる。 
・社会機能の制限や感染防止措置の徹底などの状況に応じて計画に基づく業務継続を

実行に移し、必要があれば職員派遣要請等による必要な要員の確保や、臨時的な人

員配置の見直しを検討する。 
 
(2) 業務継続のための体制整備 

ア 応援体制の整備 
・医療対応等において健康福祉部内での人員調整によっても必要な要員が不

足する場合は、対策本部において応援体制を調整する。（健康福祉部、総

務部） 
・その他部局についても部内で要員が不足することが見込まれる場合は、対

策本部が全庁的な応援体制を調整する。（対策本部、総務部） 
・市町等から職員派遣要請がある場合は、県職員の派遣を検討する。（総務

部） 
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(3) 職場での感染予防・感染拡大防止措置 

ア 職員への意識啓発（総務部） 
感染予防・感染拡大防止措置について職員に再徹底する。 

 

イ 職員の勤務管理（総務部） 
      新型インフルエンザの症状や感染力等に応じ、次の対策を実施する。 

・新型インフルエンザ発生地域への職員の出張禁止を指示する。 
・県内外からの視察、研修受け入れを中止する。 
・緊急を要するものを除き対面会議を中止する。 
・多数の人が集まる行事への参加を自粛する。 
・職員はマスクを着用する。 
・職員の体温測定を実施する。 
・職員向け健康相談窓口を設置する。 

  

(4) 施設における感染予防 

新型インフルエンザの症状や感染力等に応じ、次の対策を実施する。（総務部） 
・入口を限定し来庁者の体温測定を実施する。 
・入口に手指消毒アルコールを設置するとともに、多くの人が接する箇所の消毒

を実施する。 
・県民対応スペースを設置する。 
・不特定多数の集まる施設の県民利用を停止する。 
・その他、管理又は関係する施設について、新型インフルエンザの症状や感染力

等に応じた対策を行う。（各部局等） 
 
 
９ 広報と相談窓口の設置 
 
 (1) 広報 

ア 方針 
   ・防災危機管理部、健康福祉部、農水商工部等は政策部と連携し、引き続き

あらゆる手段を通じて普及啓発を行うとともに、国（厚生労働省）の情報

を基礎として、国内での発生情報を得られる範囲内で記者発表を行い、不

安の解消、注意喚起を迅速かつ正確に行う。 
   ・業務を通じて事業者等に感染防止対策及び事業継続について注意喚起を行

う。（各部局等） 

 
 

イ 広報すべき内容  
項目 内容 

国内での発生状況 

 

・国内での新型インフルエンザ発生状況 

・日頃からできる感染予防方法 等 

 

生活関連情報 

 

・県民生活への影響 

 

県民・事業者への呼 

びかけ（協力依頼） 

 

・新型インフルエンザ発生地域への旅行・出張等の自粛 

・新型インフルエンザの発生状況、県民生活への影響軽減や社会活動維

持のための対策、まん延防止のための外出の自粛、休業、集会等の自

粛よびかけ 等 
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（普及啓発） 

個人・家庭・事業所 

での感染予防対策 

 

・手洗い・うがい・マスク着用の励行、「咳エチケット」、食糧・水・日

用品の確保・備蓄 

・発熱時の対処（医療相談窓口） 

・事業者向け対処方法〔社会的責任の重要性や事業継続するための方策

（マニュアル作成）〕の周知 

 

基礎知識 

 

・新型インフルエンザの基礎知識、国・地方自治体の対策、県民の協力

 

 
ウ 広報の方法 
(ｱ) 広報の手段  

項目 方法 

知事記者会見 

 

・国内発生に対する緊急メッセージ 

 

記者会見、資料提供 

 

・記者会見又は資料提供 

 

ホームページ 

 

・新型インフルエンザ関連トピックスの設定 

・状況に応じて内容を随時更新 

・上記「イ広報すべき内容」に挙げた項目を掲載 

 

新聞、テレビ、ラジオ 

 

・報道機関に対する放送の緊急要請 

・対策本部や関係室と調整しながら、契約広報枠を活用 

 

 

チラシ、新聞折込 

 

・緊急に実施 

 
 

(ｲ) 報道機関への情報提供方法 
  感染防止の観点から、状況に応じて、Ｆネット（各社へのＦＡＸ）やメ

ールなど情報提供方法の調整を行う。（政策部） 
 
(2) 相談窓口 

    県民の新型インフルエンザに対する関心が高まり、国内、県内での発生状況及び

感染予防対策等に関する相談の増加が予想される。 
 
・各保健所の医療相談窓口において、新型インフルエンザに関する相談への対応、

受診可能な医療機関の紹介等を行うことにより、県民の不安解消や適切な治療

及び感染拡大の防止に努める。（健康福祉部） 
    ・増加が予想される電話に対応するため、必要に応じて保健所に設置した医療相

談窓口への人的応援及び応援の調整を行う。（Ｑ＆Ａによる一般的な対応や関

係事務所の連絡先の紹介などを行う。）（政策部（各県民センター）） 
 

・ 必要に応じてそれぞれの業務に関する専門的な相談に対応するため、相談窓口を

設置する。（各部局等） 
 

相談内容 担当部局等 想定される相談内容 

医療相談 保健所 ・発生状況、感染予防対策、専門的事項 
 

食料品 健康福祉部 
農水商工部 

・鶏肉・鶏卵等の生鮮食料品の安全性について 
（間違った風評等の流布が想定される） 
・農水産物の生産・流通状況 
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経営相談･金融

支援 
農水商工部 
 

・関係団体等と連携して、発生地域との取引など影響あ

る農水商工事業者への相談対応（取引への注意喚起） 
 

 
 
(3) 外国人住民等への対応 

・関連情報を必要に応じて複数言語に翻訳しホームページを通じて提供する。（生

活・文化部） 
・必要に応じて、外国人住民からの相談に電話や電子メールで対応する。（生活・文

化部） 
 
 

10 その他 
 
(1) 廃棄物の処理に関する対策（環境森林部） 

   ・感染性産業廃棄物の県内の収集運搬業者及び処分業者に対し、県内発生期には新

型インフルエンザを含む感染性産業廃棄物を優先的に受託・処理するよう要請す

る。 
・市町等の一般廃棄物焼却施設での感染性廃棄物の受け入れ処理について、必要に

応じ市町等に具体的な検討、対策を行うよう求める。 
 
 (2) 火葬等の体制の整備 
   ・引き続き市町に対し火葬場の火葬能力の確認及び火葬能力の限界を超える事態が

起こった場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう準備

を行うことを要請する。（健康福祉部） 
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Ⅳ 県内発生期   
  
 
１ 状況 
 

 県内において新型インフルエンザが限定的あるいは大規模に感染被害が発生の段階。

広範囲に広がる恐れがある。また、１回の感染流行の波は約２か月間続くと想定されて

おり、その流行の波が１年以上繰り返すことも考えられる。職場においても、従業員本

人の罹患や罹患した家族の看病等で、一時的には、相当数の従業員等が欠勤することも

予想されている1。 
  

 
２ 基本的な考え方 
 

・県は、国内発生期における対応を充実強化し、早急な対応により、新型インフルエ

ンザの感染拡大を防止するとともに、パンデミックの発生を少しでも遅らせて社会

機能を維持し、感染被害を 小限に抑えることを対策の主眼とする。 

・このため、県内における新型インフルエンザの発生を受け、的確・迅速な医療提供

のほか、疫学調査の実施、県民に対するその発生状況に関する正確な情報提供、発

生地域への外出の自粛、社会活動の自粛の要請、感染拡大防止のための手洗い・う

がい・マスク着用の励行、「咳エチケット」、発熱時の処置等を適時適切にかつ繰

り返し行う。 

・大規模発生に備え、医療提供に係る体制の確保を的確に行う。 
 
 
３ 危機管理体制 
 
 (1) 方針 

 ・県は、国内発生期に引き続き、対策本部を設置し、収集した新型インフルエンザ

に関する情報の一元化、共有を図るとともに、ライフライン機能維持のための対

策、施設の稼働のための要員確保、職員の感染拡大防止策、物資の確保等を行う。 

・市町及び事業者等に対しても、情報提供及び注意喚起を行うとともに、県民生活

の安定、新型インフルエンザ患者の発生状況等を把握するため、必要な情報の提

供を要請する。 

  
 (2) 県の体制 

【共通】（各部局等） 

・対策本部の運営 

対策本部員会議等の開催 

      対策本部においては、新型インフルエンザの症状、感染力、致死率、 

潜伏期間、予防方法等について収集できている情報を共有・分析 

      今後の対応方針について協議 
 
・部局等内に対策のための体制を継続 

   ・部局内における情報の共有・分析 
   ・関係する機関等と連携して対策を実施 

・新型インフルエンザに関する情報の収集 
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・国、市町、各部局等、地域機関、関係機関、事業者等との連携と情報の共有 
・関係機関等の危機管理体制の確認 
・部局等の対応状況を対策本部事務局へ報告 

 

【担当部局等】 

 担当部局等は、以下についても合わせて体制整備を行う。 

部局名 役割 

防災危機管理部 
健康福祉部 
（対策本部事務局） 
 

・対策本部事務局の運営 
 

健康福祉部 
 

・医療相談窓口の運営 
・新型インフルエンザの診療体制の整備のための調整 
 

教育委員会 
 

・県立学校等における新型インフルエンザ対応の体制を継続 
 

警察本部 
 

・三重県警察新型インフルエンザ対策本部の運営（警察署：現地対策本部） 
 

県民センター 
 

・対策本部地方部を必要に応じて設置、運営 
県の対策本部、市町等の対策本部と緊密な連携を図りつつ、対策を実施 

 
 
 
 (3) 対応方針の検討 

 新型インフルエンザの発生地、症状、感染力、致死率、潜伏期間、予防方法等及び

社会活動状況について収集した情報を共有・分析し、今後の対応方針について協議

し、速やかに実施する。（対策本部） 

 

【共通】（各部局等） 

検討すべき内容 

感染防止策 ・県内のウイルス感染拡大防止対策 

・患者対策 

・医療体制の整備  

・学校の対応  

社会活動 ・社会機能の維持 

・事業継続等 

・連絡体制の強化 

・社会混乱の防止対策 

・社会活動の制限 

県業務の維持 ・部内緊急連絡網の再確認 

・感染流行地域と関連する事業の取扱い 

・業務継続計画の実行  

・職員派遣要請等による必要な要員の確保 

・臨時的な人員配置の見直し 

・県が行うイベント、集会の開催自粛 

 職員管理 ・職場での感染予防、感染拡大防止措置の再徹底  

・職員の出張禁止  

・罹患した職員の出勤停止措置  

・感染拡大防止のための勤務体制の実施  

関係機関の体制の把握 ・部局内の各所属での情報共有、連絡調整 
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【担当部局等】 

 担当部局等は、以下についても必要に応じて検討を行う。  

部局等 検討すべき内容 

健康福祉部 

総務部 

・医療対応に対する応援体制の整備（健康福祉部、総務部） 

新型インフルエンザ罹患者に対して管轄保健所が実施する疫学調査

（感染源・感染経路等の究明、罹患者に対する接触者の把握等）におい

て、健康福祉部内での人員調整によっても必要な人員が不足する場合の

調整 

 

政策部 

生活・文化部 

教育委員会 

 

・学校の臨時休業等の措置の実施 

 

 

健康福祉部 

 

・社会福祉施設等の危機管理体制の確認 

・市町へ保育所等児童福祉施設の危機管理体制の確認 

 
 
 
(4) 関係機関との連絡調整 

 ・市町、防災関係機関、ライフライン関係企業との連絡通報体制、相互協力体制を

強化する。また、県内での発生について、中部圏、近畿圏の各府県に伝え注意喚

起を促す。（対策本部） 

 ・医師会及び病院協会を強化し、必要に応じ協力を要請する。また、検疫機関と連

携する。（健康福祉部） 
  

 
４ 情報収集と提供 
 
 (1) 方針 

 ・県内での新型インフルエンザ感染拡大防止のため、発生状況に関する情報をあら

ゆる手段を通じて入手する。さらに、県民生活に影響する状況を早期に把握し、

社会混乱を未然に防止する。（各部局等） 
 ・このため、あらかじめ確認した情報連絡系統により、市町、所管団体、事業者団

体を通じて、それぞれが行うべき対応について、改めて確認する等注意喚起を行

う。（各部局等） 
 
 (2) 情報の収集 

 ・関係機関等と緊急時の対応を事前に打ち合わせておくとともに、各関係機関・団

体等のそれぞれの緊急連絡網を確認する。（各部局等） 
 

 【共通】 

 以下の内容について、必要に応じて情報収集を行う。（各部局等） 

・新型インフルエンザ 

・国内発生状況（厚生労働省、近隣各府県） 

・県内発生状況 

・各省庁の対応方針、状況、広報内容 

・インフルエンザや感染症の集団発生状況 

・事業所等の状況 

ライフライン企業、その他関係する団体等の状況 
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【担当部局等】 

 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて情報収集を行う。 

収集項目 担当 内容 

新型インフル 

エンザ 

 

健康福祉部 

 

・新型インフルエンザ等を中心とする感染症情報 

  ・感染症発生動向調査システムを活用 

  ・国立感染症研究所との連絡体制を強化 

・保健所、保健環境研究所、健康危機管理室との情報共有

  ・市町との情報の共有 

・在宅の高齢者、障がい者、乳幼児等にかかる情報（市町等を

通じて） 
 

社会福祉施設 

等、医療機関等
 

健康福祉部 

 

・社会福祉施設等における発生状況等 

・医療機関の状況 

ライフライン 

の状況 

 

防災危機管理部

環境森林部 

県土整備部 

企業庁 
 

・電気、ガス、上下水道、通信の状況 

 

交通機関の状況 政策部 ・公共交通機関の運行状況 
 

観光関連事業者 農水商工部 ・観光関連事業者の営業状況 
 

食料 

 

農水商工部 

 

・農水産物の生産・流通状況 

・スーパー等の運営状況 
 

事業所等の状況

 

農水商工部 

生活・文化部 

出納局 
 

・商工会議所、商工会、産業支援センター、労働関係機関など

の状況 

・指定金融機関の状況 

学校等の状況 

 

政策部 

生活・文化部 

健康福祉部 

教育委員会 
 

・新型インフルエンザ等の感染状況及び臨時休業等の措置の実

施状況 

 

 

 (3) 情報の提供 

【共通】 

以下の内容について、必要に応じて情報提供を行う。（各部局等） 

・国内及び県内での新型インフルエンザの発生状況 

・新型インフルエンザの具体的症状 

・新型インフルエンザに関する感染予防と対策の注意喚起 

・職場、業務従事に当たっての感染予防の注意事項、注意喚起 

・相談窓口の対応状況 

・イベント、集会の開催自粛、感染予防策の周知 

《主な提供先》 

部局名 提供先 部局名 提供先 

関係部局等 ・県有施設の指定管理者

 

健康福祉部 

 

・県民（三重県感染症情報センター

のＨＰを通じた、 新情報の提供）

・社会福祉施設等 

・医師会、医療機関（三重県感染症

情報センターのＨＰ及びメーリン

グリスト等を通じた 新情報の提

供） 
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政策部 

 

・船舶、鉄道、バスの利

用者（事業者の事業

所、営業所等を通じて

情報提供） 

・高等教育機関 
 

環境森林部 

 

・水道事業者 

・林業関係団体 

・環境関係団体 

 

総務部 

 

・職員 

 

農水商工部 ・商工関係団体 

・農水関係団体 

・観光関係団体 
 

防災危機管 

理部 

 

・消防本部 

・防災関係機関 

・ライフライン企業等 
 

出納局 ・指定金融機関 

生活・文化部

 

・消費者 

・私立学校 

・外国人住民 

・労働関係機関 
 

教育委員会 ・県立学校等の児童生徒、保護者及

び施設利用者 

・市町教育委員会 

 

 

【担当部局等】 

 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて情報提供を行う。 

部局名 提供先 内容 

社会福祉施設等 

 

・施設立入者の予防対策の徹底を要請 

・各施設での対応マニュアル作成の指導、確認 
 

社会福祉協議会 

 
・県民の生活維持のための支援（生活福祉資金療養費

貸付等） 
 

消防本部 

 

・新型インフルエンザ患者診療対応医療機関及び医療提供の

ための臨時の施設 
 

健康福祉部 

 

県民 ・学校・保育所における感染状況及び臨時休業の状況 
 

商工関係団体 
 

・県内の商工関係情報 
 

消費者 

 

・農水産物の生産・流通情報 

・風評被害対策の実施 
 

農水商工部 

 

農水関係団体 

 

・農水産物の生産・流通状況 
 

企業庁 上水道事業者 

工業用水ユーザー 

電力会社 
 

・上水・工業用水の送水状況 

・発電状況 

 

教育委員会 

 

 

県立学校等の児童 

生徒、保護者及び施

設利用者 

市町教育委員会 
 

・教育委員会における対応の状況 

警察本部 県民 ・混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪の防止に関する情

報 
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５ 感染拡大防止 
 
 (1) 方針 

 ・県内での感染拡大を防止する。 

・このため、感染者の早期確認を行い必要に応じ封じ込め対策の実施を検討する。 

・感染者に対する医療の確保と県民への感染予防についての啓発を徹底して行う。 
 
 (2) 医療 

ア サーベイランス 

・疑い症例調査支援システムによるサーベイランス、ウイルス学的サーベイ

ランスを引き続き実施する。（健康福祉部） 

・国の各種サーベイランスに引き続き協力する。（健康福祉部） 

・緊急集中的サーベイランスを行い、県内の新型インフルエンザの流行状況

を調査する。（健康福祉部） 

 

イ ワクチン 

・引き続き、優先接種対象者へのプレパンデミックワクチンの接種を行う。

（健康福祉部） 

・パンデミックワクチンが供給され次第、優先接種対象者への先行接種を行

う。（健康福祉部） 

 

ウ 地域医療体制の整備 

   ・新型インフルエンザの症例定義により疑い患者となった場合は、感染症法

に基づき、感染症指定医療機関等への入院勧告を行い、確定診断を行う。

（健康福祉部） 

   ・新型インフルエンザ患者の接触者（同居者等）に対しては、経過観察期間

を定め、必要に応じ外出自粛、健康観察、抗インフルエンザウイルス薬の

予防投与、有症時の対応を指導する。（健康福祉部） 

   ・新型インフルエンザ疑い症例の検体を保健環境研究所へ送付し、亜型の検

査を行う。（健康福祉部） 

 

エ 抗インフルエンザウイルス薬 

・医療機関に対し、引き続き適切な使用を要請するとともに、患者の濃厚接

触者に対し、予防投与を行うよう要請する。（健康福祉部） 

   ・引き続き適正な流通を関係団体に要請する。（健康福祉部） 

 

オ 救急機能の確保対策 

・各消防本部に対し、感染防止対策の徹底を要請するとともに、新型インフ

ルエンザ感染を全く疑わず搬送を終了し、のちに患者が新型インフルエン

ザであると判明した場合は、救急隊員等に対して健康観察に係る周知等を

行う。（防災危機管理部） 

・不要不急の救急要請の自粛や、症状が軽微な場合における民間の患者等搬

送事業者の活用等の普及啓発を行い、救急車の適正利用を周知する。（防

災危機管理部） 

 

(3) 学校の対応 
教育委員会は以下の対応を行う。なお、市町教育委員会と連携を図るとともに、

新型インフルエンザ対策が適切に実施されるよう要請する。また、高等教育機関、
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私立学校についても、関係部局で同様の要請を行う。 
 

ア 情報収集及び提供 
・新型インフルエンザに関する情報を継続して収集する。 
・児童生徒及び教職員の感染状況、学校の臨時休業（休校）等の情報を収集

するとともに、県立学校、市町教育機関、関係団体に対して、必要な対応

の通知や要請を行う。 
・児童生徒、保護者、教職員等に対して、必要に応じて新型インフルエンザ

に関する情報を伝える。 
 

イ 感染（拡大）防止 
・児童生徒、保護者、教職員等に感染防止や健康状態の把握に努めるよう注

意喚起を行う。 
 

ウ 物品の備蓄 
・業務継続のために必要な物品が充足しているか確認する。 
・備蓄の使用を開始する。 

 
エ 学校の臨時休業 

・感染拡大防止等公衆衛生上必要であると判断した場合又は県新型インフル

エンザ対策本部等から要請があった場合は、県立学校の臨時休業を行うと

ともに、必要に応じて市町教育委員会に同様の措置を要請する。なお、判

断にあたっては、政府等から出される勧告、通知等に留意する。 
 

オ 入学者選抜延期 

・入学者選抜に関する問い合わせ窓口を引き続き設置する。 
・感染拡大防止等公衆衛生上必要であると判断した場合は、入学者選抜の延

期を行う。なお、判断にあたっては、政府等から出される勧告、通知等に

留意する。 
 
(4) 施設における感染防止 

  管理又は関係する施設について、県内における新型インフルエンザ患者発生への対策

を行う。（各部局等） 

【共通】 
所管の施設に対して以下の対応を行う。（各部局等） 
・不特定多数の県民が利用する施設に対して、感染防止策の管理者への要請と施

設利用者への徹底 

・施設内での感染拡大防止措置の強化 

  ・病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設、多数の者が居住する施設

等における感染対策の強化 

 

【担当部局等】 
 担当部局等は、以下の内容についても必要に応じて対策を行う。  

 
対象施設 関係部局 内  容 

学校以外の教

育関係施設 

生活・文化部 

教育委員会 

 

・学校以外の教育関係施設（美術館、博物館、斎宮歴史博物館、熊

野少年自然の家、鈴鹿青少年センター、県営総合競技場等体育施

設、総合文化センター、総合教育センター等）においては、感染

防止措置を徹底するとともに、施設利用者への周知等対応を強化

・施設内での感染拡大防止措置の強化 
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社会福祉施設

等 

 

健康福祉部 

 

 

・各社会福祉施設等へ感染拡大予防措置や利用者への周知等を要

請（市町児童福祉施設担当課に対しては、管内の保育所等へ適

切な対応を要請） 

 

(5) 社会活動の制限 

・県内でのイベント、集会開催の自粛（中止又は延期）の検討と関係団体への周知

を行う。 

・県民の行動についても、県民の理解を得て、制限を要請する（集会の自粛、外出

の自粛等）。（対策本部） 

・新型インフルエンザに対する感染予防について普及・広報する。（対策本部） 

 
ア イベント、集会の開催自粛 

     県が行うイベント、集会の開催の自粛（中止又は延期）について検討し、

自粛する場合は関係団体等への周知を行う。 
 

 
イ 県民や関係者への要請（対策本部） 

次の要請を適宜行う。 
       ・住民に対し、可能な限り外出を控えるよう要請する。 

・集会主催者、興業施設等の運営者に対し、集会や催し物、コンサート、

映画上映、スポーツイベント等不特定多数の者が集まる活動を自粛する

よう要請する。 
・住民、事業者、福祉施設等に対し、マスクの着用、うがい・手洗いを強

く勧奨する。 
・事業者に対し、新型インフルエンザ様症状の認められた従業員の出勤停

止・受診の勧奨を要請する。 
・事業者に対し、不要不急の業務を縮小するよう要請する。 

        ・公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼びかけなど適

切な感染予防対策を講ずるよう要請する。 

 

ウ 観光客への対応 
       観光関係団体などを通じ、新型インフルエンザが発生している県内圏域へ

の来訪及び圏域内における観光活動について自粛するよう、ホームページ等

の手段により呼びかける。（農水商工部） 

 

(6) 住民への支援 
ア 食料、生活必需品等の購入困難な家庭への支援 

新型インフルエンザ感染により生活必需品等の購入が困難な家庭に対して、

やむを得ないと判断される場合は、市町と連携し支援を行う。（農水商工部） 
 
イ 外国人住民等への対応 

     ・関連情報を必要に応じて複数言語に翻訳しホームページを通じて提供す

る。（生活・文化部） 
・必要に応じて、外国人住民からの相談に電話や電子メールで対応する。

（生活・文化部） 
 
(7) 封じ込め対策 

    県内で新型インフルエンザが発生し、一定の条件を満たした場合においては、地



県内発生期 

 - 57 - 

域封じ込め対策を講じる場合がある。地域封じ込め対策実施の判断にあたっては、

国、市町、その他関係機関等と十分協議して決定する。 
 

ア 地域封じ込めの目的等 

     (ｱ) 地域封じ込めの目的 
     新型インフルエンザ発生初期における早期対応により、感染拡大を可能

な限り防止し、パンデミックの発生を少しでも遅らせること。 
     

 (ｲ)成功のための条件 

     人口密度が低く、交通量の少ない地域、中山間地域など自然障壁等によ

り交通遮断が比較的容易な地域で新型インフルエンザが発生し、一定の条

件を満たす場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与に加え、現

実的に実行可能な封じ込め対策を検討することとする。この際、ウイルス

の致死率・感染力、発生症例数、地理的・社会的条件等を考慮しなければ

ならない。 
     

 (ｳ) 封じ込め期間 
    現在の科学的知見では、一般的に、新型インフルエンザの潜伏期間が

大で１０日間程度と想定されていることから、２０日間程度行うことが必

要である。 
 

イ 地域封じ込めの準備 

(ｱ) 発生確認後の第一期対応（家庭・施設内予防投薬、接触者予防投薬等）の

後、速やかに初期評価を行うために必要な情報収集を完了し、地域封じ込め

（第二期対応）の可能性について厚生労働省に連絡する。（健康福祉部） 

 

(ｲ) 当該地域を運行する交通事業者に運行自粛の要請が必要であると考えられ

る場合、その内容、対象となる交通機関の範囲等について、国、市町、各交

通事業者等とともに検討する。（政策部） 
 

(ｳ) 地域封じ込めの場合、当該地域の住民の人権等に配慮しつつ、どのような

措置を講ずることが適当かあらかじめ検討を行う（地域内一斉予防投与、人

の移動制限、住民支援等）。（県対策本部） 
 

ウ 地域封じ込めの実施 

(ｱ) 地域封じ込めのための手段としては、実行可能性等に鑑み、強制的な措置

ではなく、住民等への要請・説得により行うこととし、以下の措置が予想さ

れる。 
・住民全体に対する外出自粛の要請と生活の支援 
・地域内外への移動の自粛の要請 
・地域外に出ようとする者に対する積極的疫学調査 

 

(ｲ) 当該地域で新型インフルエンザが発生したこと、まん延防止のために当該

地域内では外出や集会を控えること、当該地域に入ることを控えること等の

情報を公表し、人の交流、人の移動の自粛を呼びかける。（対策本部） 
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エ 各機関等の役割 

機関等 役割 

県 

 

①対策本部は、学校の臨時休業、事業所休業、集会・興行の自粛、公共施

設の閉鎖、公共交通機関の運行自粛等について、地域全体として対策に

取り組む必要があることを説明しつつ、各部局等を通じて関係者に要請

する。この場合、事業所については、生活維持のために不可欠な公共サ

ービス等を除き、可能な限り休業するよう要請する。また、公共交通機

関の運行自粛要請に当たっては、混乱が生じないよう、地域内外の住民

や利用者に周知徹底し、理解を求める。政策部は、交通事業者に対し協

力依頼を行う。 

②知事は、住民に対し外出自粛要請を行う。 

③知事は、あらかじめ封じ込め地域及びその周辺地域の医療体制につい

て、地域内で多数の新型インフルエンザの患者が発生した場合の対応を

確認するとともに、地域内の医療資源（医療従事者、医薬品等）が不足

した場合の対応や新型インフルエンザ以外の重症患者が発生した場合

の対応（地域外の医療機関への搬送等）について、国や近隣県、消防本

部と必要な調整を行う。 
 

市町 

 

①地域内での広報活動（街宣車、ビラ配布、ポスター掲示、CATV 等）。 

②学校の臨時休業、幼稚園休園、保育所休園、事業所休業、集会・興行の

自粛、公共施設の閉鎖、公共交通機関の運行自粛等について関係者に要

請する。事業所については、生活維持のために 低限必要な公共サービ

ス等を除き、可能な限り休業するよう要請する。公共交通機関の運行自

粛要請に当たっては、混乱が生じないよう、地域内外の住民や利用者に

周知徹底し、理解を求める。 

③市町長は、住民に対し外出自粛要請を行う。 
 

警察本部 

 

 封じ込め対策の実施に伴い、関係機関からの支援要請等がある場合は、

必要に応じた警戒活動等を行う。 
 

消防本部 

 

 医療機関等と連携の上、救急患者を医療機関に搬送する。新型インフル

エンザ患者については、消防機関は、保健所の対応能力等を勘案の上、事

前の協議により、協力・連携体制を確立する。 

また、新型インフルエンザ患者（疑い含む）を搬送した場合、保健所へ報

告する。 
 

自衛隊 

海上保安庁 
 

 予防投与する薬や救援物資等の輸送 

 

 

民間事業者 

公共サービ ス 

 

 

 

 

 

 

 

①地域内の民間事業者は、県等の要請を受け、可能な限り休業する。 

②住民の生活維持に不可欠な公共サービス（医療、電気、ガス、水道、電

話、廃棄物処理、銀行ＡＴＭ等）については、サービス提供を継続する

ことが必要である。 

③地域内の国の出先機関の窓口については、国対策本部の決定を踏まえ、

各省庁の判断により、封じ込め期間中当該窓口が開かれなければ住民生

活の維持が困難になるような場合を除き、閉鎖する。 

④県や市町の窓口についても、まん延防止の観点からは、その判断により、

国と同様の取り扱いとすることが望ましいが、封じ込め期間中であって

も必要となる各種行政手続きについては、総合的な相談窓口を設ける等

の工夫により、県民の要望に対応することが必要である。 
 

 
オ 地域封じ込め関係者の感染予防措置 

(ｱ) 感染予防の基本は、防護服やマスクなど個人防護具（ＰＰＥ）の着用、感

染暴露後の抗インフルエンザウイルス薬の予防投与である。健康福祉部は、
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事前にＰＰＥの整備を行い、国と連携し抗インフルエンザウイルス薬の備

蓄を行うとともに、関係機関への配布を行う。 

 

(ｲ) 地域封じ込めに従事・協力する県職員、警察官、救急隊員、住民の生活維持

に不可欠なサービスを提供するために地域内で活動する者等に対し、ＰＰＥ

を着用させることが適切である。また、健康福祉部は、必要に応じて感染し

たおそれのある者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うこ

とを検討する。 

 
  

６ 社会機能の維持 
 
 (1) 方針 

 ・生活関連物資等の流通と価格の安定、ライフライン等の確保及び交通機関への対

策等を行う。事業者や生産者が感染予防や発生状況に無関心で対応が遅れること

がないように、感染予防対策を要請する。（関係部局等） 
 ・特に、社会機能の維持に関わる事業者等は、必要に応じて業務交代や補助要員の

確保などに留意して新型インフルエンザ流行時の業務の運営体制への移行を要請

するとともに必要な支援を行う。なお、業務継続の有無の判断は事業者によるが、

政府等から出される勧告、通知等に留意する。（関係部局等） 
 

(2) 事業所等の対応 
  ・所管する関係事業者団体等を通じ、その傘下の企業等に対して、「事業者・職場

における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を踏まえて、必要に応じて対策

を講じるよう要請する。（関係部局等） 
・事業者に対し、不急の業務の縮小に向けた取組みや職場での感染防止策を実施す

るよう要請する。（関係部局等） 
・関係団体等と連携して商工業事業者の相談窓口を設置する。（農水商工部） 

 

・社会機能の維持に関わる事業者については、その社会的責任を果たす必要がある

ことから、社会的に求められる機能を維持するための事業の継続を要請する。 
 

ア 社会機能の維持に関わる事業者への要請等  
事業者等 担当部局等 取組内容 

防災危機管理部

 

・従業員の健康管理の徹底と、安定した電力供給体制の

維持を要請 

電気事業者 

 

企業庁 

 

・職員の健康管理を徹底するとともに、適切な人員の配

置換え等により、電気の供給維持 

環境森林部 

 

 

・各市町水道局等に対し、事業の維持に必要な措置の徹

底（運転要員の確保、施設運転に必要な資材の確保）

を要請 

県土整備部 ・下水道の機能維持 

 

上下水道事業者 

 

 

 

 

企業庁 

 

・職員の健康管理を徹底するとともに、適切な人員の配

置換え等により、上水・工業用水の供給維持 

・薬品等を速やかに確保できるよう、業者等に要請 

・委託業者等に対し、従業員の健康管理の徹底と、事業

体制の維持を要請 
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ガス・ＬＰガス事業

者 

防災危機管理部

農水商工部 

・事業者に対し、事業の維持に必要な措置の徹底を 

要請 

通信事業者 防災危機管理部 ・通常機能の維持を要請 

石油事業者 

 

防災危機管理部

農水商工部 

・県石油商業組合を通じ、傘下組合員に対し、事業継続

の協力を要請 

食料販売事業者等 

 

農水商工部 

 

・関係団体を通して、食料品、生活必需物資等の確保と

円滑な提供を要請 

 

物流 

 

農水商工部 

防災危機管理部

・三重県トラック協会に対し、緊急時の輸送協力を 

要請 

 
イ 社会機能の維持に関わる事業者への要請内容（項目別）  

項目 要請内容 

情報収集及び周知 ・ 感染情報の収集及び周知を引き続き行う。 

業務運営体制の検討 

 

・ 必要に応じて業務の縮小と、従業員等の自宅待機を検討する。

・ 国及び地方公共団体の保健部局等からの各種要請があった場合

は要請に協力するよう努める。 

・ 保健部局等からの助言等を受けつつ、事業所等の衛生管理に努め

る。 

事業所内での感染拡 

大予防のための措置 

 

・ 新型インフルエンザ発生前後から実施している措置を強化する。

・ 社員食堂や休憩所等で従業員同士が集まらないよう、施設の閉鎖

を検討する。 

・ 次のような感染拡大防止のための業務形態をとる。 

  可能であれば在宅勤務とし、重要でない会議、会合、研修等を中

止又は延期、電話会議やテレビ会議への変更、ラッシュ時の通勤

及び、公共交通機関の利用を可能な限り避ける。 

従業員等への予防的 

措置のための知識の 

啓発の強化 

 

・ 新型インフルエンザ感染予防のため、政府の新型インフルエンザ

に関する情報に注意しつつ、その流行の度合いに応じた対応等、

従業員等に対して、必要に応じて新型インフルエンザの知識につ

いて啓発を強化する。 

・ 不要不急の外出を自粛する。 

社会機能維持に関わ 

る事業における業務 

継続のための体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特に社会機能の維持に関わる事業者等は業務を継続する観点から、

あらかじめ策定した計画がある場合には、それに従って、必要に応じ

て業務交代や補助要員の確保などを行うことで、新型インフルエンザ

流行時の業務の運営体制を確保する。なお、業務継続の判断に当たっ

ては、政府等から出される勧告、通知等に留意する。 

 社会機能の維持に関わる事業者等は、その機能の破綻が及ぼす社会

的影響が大きいことから、特に以下の点を実行することが望まれる。

・適切な情報収集と危機管理体制の発動 

・業務の維持に向けた業務、設備及びその他資源の確保 

・業務の継続のために必要な部署等に対する感染予防策の実施（従

業員等に対する検温等、サーベイランス体制の強化、対面の会議

等の自粛等） 

・業務の継続のために必要な部署等における感染予防のための勤務

体制の実施（ラッシュ回避のための通勤方法の変更、交代制の導

入等による外出機会の減少等） 

・必要に応じた感染拡大時の代替意思決定システムの発動、代替設

備の運転等 

・疑い例が確認された際の適切な対応 

・適切な広報、従業員等及びその家族への適切な情報提供 
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(3) 生活関連物資等の流通と価格の安定 
生活関連物質等の不足が予想されることから、関連する事業者等に対して安定供

給への要請等を行う。（生活・文化部、農水商工部） 
 

ア 食料の確保 
    家庭で消費あるいは備蓄する米、缶詰、ミネラルウォーター等の食料の供

給について、関係する事業者等に以下の事項を要請する。（生活・文化部、

農水商工部） 
 

(ｱ) 消費者への対応 
  ・消費生活センター相談窓口を通じて消費者へ冷静な対応を呼びかける。（生

活・文化部） 
・相談窓口を設け、消費者への風評被害等への対応を行う。（農水商工部） 

・農水関係団体に対して、風評被害への対応及び農水産物等の生産、流通情

報の提供を要請する。（農水商工部） 

 

(ｲ) 事業者等への対応 
農水関係団体に対して、食料品の安定的な供給と売り惜しみの防止及び

便乗値上げの発生抑制を要請する。（農水商工部） 

      

(ｳ) 米穀の確保 
    農林水産省に対し、買受資格者（届出事業者等）からの買い受け申込み

を踏まえて、政府備蓄米を供給するように要請。それでもなお、米穀の供

給が不足する場合には、食糧法第３７条から第４０条までの規定に基づく

緊急時における対応（届出事業者に対する命令、生産者に対する命令、割

当て又は配給等）を要請する。（農水商工部） 

  
イ 生活関連物資の価格調査 

       「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」

に基づく特定物資が指定された場合、調査を行う。（生活・文化部） 

 

ウ 食料の生産の確保 
・農水関係団体に対して、感染予防対策の徹底と業務活動に関しての注意喚起

及び安全な業務継続への要請を行う。また、販売量の確保を要請する。（農

水商工部） 
・関係団体等と連携して農水関係業者の相談窓口を設置する。（農水商工部） 

 

(4) 公共交通の対策 
 物資輸送や利用者への広報など事業者の運行と県の対策への協力について、事業

者に対して要請するとともに、運行状況等の把握を行う。（政策部） 
  

ア 公共交通機関の運行状況等の把握 
・事業者の運行状況・従業員の罹患状況を把握する。 
・従業員の罹患により公共交通機関で運休等が行われる場合、必要に応じその

状況を該当市町に伝達するとともに、住民への周知・広報を依頼する。 

 

イ 事業者への協力要請 
    対策本部で決定・調整された物資輸送について、事業者へ協力依頼の連絡
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を行う。 

 
  ウ 事業者への公共交通機関利用者に対する広報協力依頼 

 マスク着用・外出の抑制など、公共交通機関の利用者に対して幅広く広報

を行うため、ポスター類の掲示、構内放送及び車内放送等において感染予防・

感染拡大防止のため広報の協力依頼を行う。 
 
(5)治安対策 

    新型インフルエンザの県内での発生に伴い、感染予防資機材の活用等による感染

予防対策を徹底した上で、必要な治安対策を講ずる。（警察本部） 

【予想される主な警察活動】 

・国際港湾、検疫所、停留場所等における混乱を防止するために必要な警戒活動

及び交通規制 

・感染者の密入国に対する警戒活動 

・医療機関における混乱を防止するために必要な警戒活動及び交通規制 

・社会的混乱に乗じた犯罪等の予防及び取締り 

  ・死体見分 

 

(6) 消火・救助対策 

各消防本部に消火・救助業務体制の維持を要請する。（防災危機管理部） 

 

 

７ 行政サービスの維持 
 

 (1) 方針 

   ・各部局等は、職場での感染予防・感染拡大防止措置を徹底するとともに、業務継

続計画等に基づき業務を実施する。 
・状況に応じて、職員派遣要請等による必要な要員の確保や、臨時的な人員配置の

見直しを検討する。 
 

 (2) 業務継続のための体制整備 

ア 応援体制の整備 
・部内で要員が不足することが見込まれる場合は、対策本部が全庁的な応援

体制を調整する。（対策本部、総務部） 
・市町等から職員派遣要請がある場合は、県職員の派遣を検討する。（総務

部） 
 
(3) 職場での感染予防・感染拡大防止措置 

新型インフルエンザの症状や感染力等に応じ、次の対策を実施する。 
ア 職員の勤務管理（総務部） 

(ｱ)国内発生期に引き続き実施する対策 
・県内外からの視察、研修受け入れの中止 
・緊急を要するものを除き対面会議の中止 
・多数の人が集まる行事への参加の自粛 
・職員のマスク着用 
・職員の体温測定の実施 
・職員向け健康相談窓口の継続 
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(ｲ)県内発生期から実施する対策 
・職場での感染予防・感染拡大防止措置の再徹底 
・職員の出張禁止 
・罹患した職員への出勤停止措置（県職員以外の庁舎勤務者へは各部局より

出勤停止を要請） 
・感染拡大防止のための勤務体制の実施 
・公共交通機関以外による出勤の推進 
・不急な窓口業務の停止又は縮小（各部局） 

 
イ 職員が罹患した場合の対応（総務部、各部局） 

・職員又はその家族が新型インフルエンザに感染した場合は所属長への報告

を義務付けることとし、職員又はその家族の感染に関する情報把握を行う。 
・職場内で感染を疑われる職員がいる場合は、庁舎内に設置する一時隔離ス

ペースに移動させ保健所の指示に従う。 
 

(4) 施設における感染予防 

 新型インフルエンザの症状や感染力等に応じ、次の対策を実施する。（総務部） 
ア 国内発生期に引き続き実施する対策 

・入口を限定し来庁者の体温測定の実施 
・入口への手指消毒アルコールの設置及び多くの人が接する箇所の消毒の実

施 
・県民対応スペースの設置 
・不特定多数が集まる施設の県民利用の停止 

 
イ 県内発生期から実施する対策 

・感染者を一時的に隔離するためのスペースの確保 
・不特定多数の集まる施設の閉鎖 
・臨時駐車場・駐輪場の稼働 
・その他、管理又は関係する施設における新型インフルエンザの症状や感染

力等に応じた対策（各部局等） 
 

 
８ 広報と相談窓口の設置 
 
(1) 広報 

ア 方針 
  ・防災危機管理部、健康福祉部、農水商工部等は政策部と連携し、引き続きあ

らゆる手段を通じて普及啓発を行うとともに、県内での発生情報、県の対処

策について迅速かつ的確に広報を行い、不安の解消、注意喚起を迅速かつ正

確に行う。 
  ・業務を通じて事業者等に感染防止対策及び事業継続について注意喚起を行う。

（各部局等） 

 
イ 広報すべき内容 

(ｱ) 広報内容     
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項目 内容 

①県内で感染が疑われる第１号が発生した場合 

 

１ 感染したと思われる国名（国内地域） 

２ 滞在期間 

３ 居住市郡名、性別、年齢等の基本情報 

４ 患者や濃厚接触者に対する県の対応（患者の入院勧告措置、濃厚

接触に対するタミフルの予防投薬、10 日間の健康監視、外出の

自粛 等） 

５ その他、疫学調査から判った安心情報 

６ 不特定多数の者との接触機会の有無と、接触があったと考えられ

る時の接触機会の状況 

７ 接触者の健康状況 

８ 感染様式 

９ 日頃からできる感染予防方法 等 
 

②県内で感染が確認された場合 

県内での発生状況 

 

１ 新型インフルエンザ患者発生の公表 

２ 発生地情報（三重県○○市） 

３ 現在のＡ氏の健康状況、及び患者の入院状況 

４ 発症前日以降、他者への感染性を保持している可能性があること

を県民に呼びかける。 

５ 県における現在及び今後の対応（疫学調査の実施及び予防内服の

実施、県内の不要不急の集会の自粛要請等） 

６ 当該時点で得られている新型インフルエンザに関する情報 

７ 感染予防策の励行 
 

③感染者の初の死亡を確認した時点 

 

１ 死亡に関する情報 

２ 県内初の新型インフルエンザ患者となった患者が死亡したこと

３ 臨床症状に関する情報 

４ 引き続き接触者の健康観察が続けられていること 

＜留意事項＞ 

 患者が特定されないよう個人情報には十分注意すること。 
 

生活関連情報 

 

・県民生活への影響 

・公共交通機関の運行状況 
 

イベント、集会 
 

・開催自粛状況 
 

県民・事業者への呼 

びかけ（協力依頼） 

 

・新型インフルエンザ発生地域への旅行・出張等の自粛 

・新型インフルエンザの発生状況、県民生活への影響軽減や社会活動

維持のための対策、まん延防止のための県民外出の自粛、休業、集

会等の自粛呼びかけ等 
 

観光客への呼びかけ 

（協力依頼） 
 

・県内発生圏域への立ち寄りの自粛について呼びかけ 

 

（普及啓発） 

個人・家庭・事業所 

での感染防御 

 

・発熱時の処置（医療相談窓口） 

・感染防止対策の徹底や感染につながる行為の自粛（集会への参加、

不要不急の外出等） 

・感染者のいる地域に関しては、不要な大規模集会や興業施設等の活

動自粛要請の検討 

・事業者向け対処方法〔社会的責任の重要性や事業継続するための方

策（マニュアル作成）〕の周知 
 

 

基礎知識 ・新型インフルエンザ基礎知識、国・地方自治体の対策、県民の協力
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(ｲ) 広報に当たっての留意事項 
・感染者の公表に当たっては、厚生労働省と協議するとともに、感染者等の

プライバシーを十分考慮して行う。 
・ホームページを更新し、患者の発生状況について 新の情報を公表すると

ともに、現時点で得られている新型インフルエンザの特徴等に関する情報

について県民との情報共有を図る。 
・個人レベルでの感染予防対策の強化について引き続き呼びかけを行う。 

 
ウ 広報の方法 
(ｱ) 広報の手段  

項目 方法 

知事記者会見 ・非接触型の設定（県内発生に対する緊急メッセージ） 
 

資料提供 ・定時、随時に情報提供 
 

ホームページ 
 

・県の専用サイトに上記「イ広報すべき内容」に挙げた項目

を掲載 
・新型インフルエンザ関連トピックの設定 
・県のホームページのトップページへ掲載 
・状況に応じて内容を随時更新 
 

新聞、テレビ、ラジオ 
 

・報道機関に対する放送の緊急要請 
・対策本部や関係室と調整しながら、契約広報枠を活用 
 

 

チラシ、新聞折込 ・緊急に実施 
 

 
    (ｲ) 報道機関への情報提供方法 

   感染防止の観点から、情報提供は基本的にＦネット（各社へのＦＡＸ）及

びメールを併用し、状況に応じて情報提供のための調整を行う。（政策部） 
 
(2) 相談窓口 

    県民の新型インフルエンザに対する関心が高まり、国内、県内での発生状況及び

感染予防対策等に関する相談がさらに増加することが予想される。 
 
・必要に応じ各保健所の医療相談窓口の要員の増加を行い、新型インフルエンザに

関する相談への対応、受診可能な医療機関の紹介等を行うことにより、県民の不

安解消や適切な治療及び感染拡大の防止に努める。（健康福祉部） 
   ・増加が予想される電話に対応するため、必要に応じて保健所に設置した医療相談

窓口への人的応援及び応援の調整を行う。（Ｑ＆Ａによる一般的な対応や関係事

務所の連絡先の紹介などを行う。）（政策部（各県民センター）） 
    

・業務に関する専門的な相談に対応するため、相談窓口を強化する。（各部局等） 
 

相談内容 担当部局等 想定される相談内容 

医療相談 
 

保健所 ・発生状況、感染予防対策、行事、専門的事項、発熱相

談、家庭看護 

 

食料品 
 

農水商工部 ・鶏卵等の生鮮食料品の安全性について 
（間違った風評等の流布することが想定される） 
・食料品の提供に関して 
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産業 
 

農水商工部 ・関係団体等と連携して、農水商工関係事業者からの経

営相談への対応 
 

 

教育 
 

政策部 
生活・文化部 
教育委員会 
 

・学校での感染防止対策 
・臨時休業等に関する情報 
・学校の再開等に関する情報 
 

 

 (3) 外国人住民等への対応 

・関連情報を必要に応じて複数言語に翻訳しホームページを通じて提供する。（生

活・文化部） 
・必要に応じて、外国人住民からの相談に電話や電子メールで対応する。（生活・文

化部） 
 

 
９ その他 
 
 (1) 廃棄物の処理に関する対策（環境森林部） 
   ・感染性産業廃棄物の処理業者（収集運搬・処分）に対し、新型インフルエンザを

含む感染性産業廃棄物を優先的に受託・処理するよう要請する。 

・医療機関に対し、受託・処理可能な事業者について情報提供する。 

   ・市町等の一般廃棄物焼却施設での感染性廃棄物の受け入れ処理等について、市町

等に技術的支援を行うとともに、ごみ焼却施設を有しない市町等からの応援要請

などを受けた場合は、「三重県災害等廃棄物処理応援協定」の趣旨に基づき、近

隣市町等に応援処理を要請する。 

 

 

 (2) 火葬等 
ア 火葬 

    墓埋法の特例により、感染防止の観点から２４時間以内の埋火葬が認めら

れている。遺体は、原則として火葬する。 
   ・必要に応じて、火葬場管理者に稼働時間の延長及び広域受け入れについて

要請する。（健康福祉部） 
 

イ 遺体の取扱 
   ・市町に対し、遺体の移送、納体作業に従事する病院、火葬場の職員に対し、

遺族の同意を得て、速やかに遺体を非透過性の納体袋に収容すること、遺

体からの感染を防ぐための防護具を装着するよう伝える。（健康福祉部） 
   ・市町に対し、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合は、遺

体を一時的に安置するための場所を確保し、一時保管体制を整えるように

依頼する。（健康福祉部） 
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Ⅴ 大規模流行期   
 
 
１ 状況 
 

 国内では、パンデミック（大規模流行）が発生し、一般社会で急速に感染が拡大して

いる。 
 県内でも、大流行がみられ、収容能力をはるかに超える患者が県内の感染症指定医療

機関等に殺到し、医療機関は混乱を来している。 
事業所等においても欠勤が続出し、生産活動に支障を来している。その結果、物流も停

滞し、食料などの生活必需品も品薄になり高騰し、県民生活に重大な影響を与えている。 
 
 
２ 基本的な考え方 
 

 ・県は、更なるまん延防止対策、感染者への支援及び社会機能の維持を行うため、新

型インフルエンザの県内発生段階から実施している措置を継続・強化する。 
 ・このため、県民に対して発熱時の処置などの普及啓発を繰り返し広報するとともに、

現状及び対策を迅速かつ的確に伝え社会的混乱の回避に努める。 
 ・感染拡大防止対策の強化に加え、新型インフルエンザ患者の急増に対応するため、

医療体制の強化を図る。状況に応じて、県民の社会活動の制限等を実施する。 

 
  大規模流行期に実施すべき対策については、従前から実施している対策を継続もしく

は強化して実施することになることから、以下では、大規模流行期に特に実施する対

策を中心に記述する。 

 
 
３ 危機管理体制 
 
 (1) 方針 

 ・県は、職員の中にも感染者が発生し、各部局内において、あらかじめ定められた

職員だけでは対応できないことから、不足する職員を各部局で相互に補完しなが

ら、全庁を挙げて新型インフルエンザ対策を講じる。 
 
 (2) 実施体制 

 ・引き続き部局内における情報共有・連絡調整を行い、部局内において感染者又は

感染が疑われる職員の把握を行い、当該職員に対する出勤の自粛を呼びかける。

（各部局等） 
 ・部局内の業務については、県民生活に必要不可欠な業務等に職員を優先配置し、

優先順位の低い業務について、休止又は延期するとともに、所管する集客施設に

ついて、事態が沈静化するまで一時休止の措置をとるなど、部内の業務執行体制

の維持、確保に努める。（各部局等） 
 ・感染等による欠勤職員の増加に伴う部局間の職員配置の調整を行う。 

  
 (3) 実施項目 

ア 教育機関への対応 
   ・関係部局、関係機関、市町教育委員会等と連携しながら今後の対応を検討・

実施する。（教育委員会） 
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・高等教育機関、私立学校と今後の対応について協議する。（政策部、生活・

文化部） 

 
イ 警察の対応 

    必要に応じ、警察法第６０条の規定に基づき、警察庁又は他の都道府県警

察に対し、援助の要求の手続きを行う。（警察本部） 

 
ウ 自衛隊への要請 

    必要な場合、救援物資等の輸送について自衛隊等へ要請するための手続き

を進める。（防災危機管理部） 

 
 
４ 情報収集と提供 
 
 (1) 方針 

 ・引き続き患者発生状況と社会・経済活動の状況、社会混乱の状況に関する情報を

収集する。（各部局等） 

・県民・事業者が冷静に適切な行動がとれるよう、正確な情報を迅速に提供する。

（各部局等） 

 
 (2) 実施体制 

 引き続き部局内や関係機関の職員の罹患状況や対応状況を確認し、随時、対策本部

事務局に報告するとともに、対策本部の決定事項やあらかじめ定められたマニュア

ルに基づく留意事項について部局内や関係機関と情報共有を行う。（各部局等）  
 

 
５ 感染拡大防止 
 
 (1) 方針 

 ・引き続き県内での感染拡大を防止する。 

・感染者に対する医療の確保と県民への感染予防についての啓発を徹底して行う。 

 
 (2) 医療 

ア サーベイランス 

・ウイルス学的サーベイランスを引き続き実施する。（健康福祉部） 

・緊急集中的サーベイランスを行い、県内の新型インフルエンザの流行状況

を調査する。（健康福祉部） 

 

イ ワクチン 

    パンデミックワクチンが供給され次第、優先接種対象者への先行接種を行う。

（健康福祉部） 

 

ウ 地域医療体制の整備 

   ・重症者は入院診療、軽症者は在宅での診療を行うことを基本とする。（健康

福祉部） 

   ・引き続き、新型インフルエンザ患者の接触者（同居者等）に対しては、経過

観察期間を定め、外出自粛、健康観察、抗インフルエンザウイルス薬の予防

投与、有症時の対応を指導する。（健康福祉部） 
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   ・国の指示があるまでの間、新型インフルエンザ疑い症例の検体を保健環境研

究所へ送付し、亜型の検査を行う。（健康福祉部） 

 

エ 抗インフルエンザウイルス薬 

・医療機関に対し、まん延期における患者との濃厚接触者（同居者を除く）及

び同じ職場等にいる者への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則

見合わせるよう要請するとともに、患者と同居する者に対する予防投与につ

いては、効果を評価したうえで継続の有無を決定する。（健康福祉部） 

 

(3) 社会福祉法人・施設等の対応 
・市町に対して、引き続き保育所等児童福祉施設における対応を行うよう要請する。

（健康福祉部） 

・また、各社会福祉法人・施設等は、従来の事項に加え、以下の事項について検討

及び実施する。（健康福祉部） 

 
・有症状者の医療機関への搬送可能性を確認し、搬送できない時、最大限適切な医療 

を確保する。 
・周辺関係施設での連携・協力を行う。 
・在宅サービスの提供が困難な場合は、施設等他の事業者によるサービス提供を検討

する。 

 
(4) 社会活動の制限 

ア 観光客への対応 

       観光関係団体などを通じ、県内への来訪及び県内における観光活動について

自粛するよう、ホームページ等の手段により呼びかける。（農水商工部） 

 
イ 食品事業者及び旅館・ホテル事業への対応 

     食品事業者及び旅館・ホテル営業者等に対する感染予防策や衛生指導を徹

底する。（健康福祉部） 

 
 (5) 住民への支援 

新型インフルエンザ感染により生活必需品等の購入が困難な家庭に対して、やむ

を得ないと判断される場合は、市町と連携し支援を行う。（農水商工部） 
    
 
６ 社会機能の維持 
 
(1) 方針 

 ・特に社会機能の維持に関わる事業者等に対し、あらかじめ策定した計画がある場

合には、それに従って、新型インフルエンザ流行時の業務の運営体制を確保する

よう要請する。なお、業務継続の判断に当たっては、政府等から出される勧告、

通知等に留意する。（関係部局等） 
・社会機能の維持のため、必要に応じ、自衛隊等へ輸送等を要請するための手続き

を進める。（防災危機管理部） 
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７ 相談窓口の設置 
 

・新型インフルエンザに関する情報提供や知識の普及、受診可能な医療機関の紹介

等を行うことにより、県民の不安解消や適切な治療及び感染拡大の防止に努める。

（健康福祉部） 
   ・必要に応じて医療相談窓口への人的応援及び応援の調整を行う。（Q&A による一

般的な対応や関係事務所の連絡先の紹介などを行う。）（政策部（各県民センター）） 
   ・業務に関する専門的な相談に対応するため、相談窓口を強化する。（各部局等） 
 
 
８ その他 
 
 (1) 廃棄物の処理に関する対策（環境森林部） 

引き続き感染性廃棄物の適正かつ円滑な処理体制を確保する。 

 
 (2) 火葬等 

ア 火葬 
    必要に応じて、火葬場管理者に稼働時間の延長及び広域受け入れについて

要請する。（健康福祉部） 
   

イ 埋葬の活用 

    火葬能力を超え、冷蔵施設の保管も困難となることが予想され、公衆衛生

上の問題が生じるおそれが高まった場合には、「感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）」第３０条第

２項の特例に基づき、感染した遺体を十分に消毒等を行った上で墓地に埋葬

することを市町に許可する。埋葬可能な墓地がない場合は、公共用地等を臨

時の公営墓地とする。（健康福祉部） 
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＜参考＞ 

 

用語の解説 

 
○ インフルエンザ 

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症で、原因となっているウイ

ルスの抗原性の違いから、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型に大きく分類される。Ａ型はさらに、ウイ

ルスの表面にある赤血球凝集素（ＨＡ）とノイラミニダーゼ（ＮＡ）という、２つの糖

蛋白の抗原性の違いにより亜型に分類される。（いわゆるＡ／ソ連型（Ｈ１Ｎ１）、Ａ／

香港型（Ｈ３Ｎ２）というのは、これらの亜型を指している。 
 
○ 鳥インフルエンザ 

Ａ型インフルエンザウイルスを原因とする鳥の感染症のこと。このうち、家きんに対

し高い死亡率を示すなど特に強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」と

いう。 
近年、鳥から人への偶発的な感染事例が認められているが、病鳥又はその死骸やそれ

らの内臓、排泄物等に濃厚に接触した場合等に起こると考えられており、十分に加熱調

理された鶏肉や鶏卵からの感染の報告はない。 
なお、感染症法においては、鳥由来のＨ５Ｎ１亜型のインフルエンザウイルスが人に

感染することで引き起こす疾患を「鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）」という。 
 
○ パンデミック 

感染症の世界的大流行。 
特に新型インフルエンザのパンデミックは、近年これが人の世界に存在しなかったた

めにほとんどの人が免疫を持たず、人から人へ効率よく感染する能力を得て、世界中で

大きな流行を起こすことを指す。 
 
○ 家きん 

鶏、あひる、うずら等、家畜として飼養されている鳥。 
なお、家畜伝染病予防法における高病原性鳥インフルエンザの対象家畜として、鶏、

あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥が指定されている。 
 
○ サーベイランス 

見張り、監視制度という意味。 
特に人の感染症に関しては、感染症法に基づき、感染症の発生状況（患者及び病原体）

の把握及び分析が行われている。 
 
○ 感染症サーベイランスシステム（ＮＥＳＩＤ） 

感染症法では、感染症の発生を迅速に把握することによって、感染症の予防と拡大防

止、そして国民に正確な情報を提供することを目的として、日常的に種々の感染症の発

生動向を監視している。これは感染症を診断した医療機関からの発生報告を基本として

おり、これら発生報告を一元的に効率よく収集解析するために、地方自治体と国の行政
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機関を結ぶネットワーク又はインターネットをベースに構築された電子的なシステム

を指す。 
 

○ 病原体サーベイランス 

  感染症サーベイランスのうち、特に、感染の原因となった病原体についての発生数や

詳細な種類などについて報告してもらい、状況を監視するシステム。 

 

○ 症候群サーベイランス 

あらかじめ指定する医療機関において、一定の症候を有する患者が診察された場合に、

即時的に報告を行ってもらい、感染症の早期発見を目的とするシステム。 
 

○ 疑い症例調査支援システム 

感染症サーベイランスシステム（ＮＥＳＩＤ）等を用いて、大規模な流行の可能性が

ある感染症に感染した疑いがある患者に関する情報（行動履歴、接触者情報を重点に置

く。）を登録し、疫学的リンクや異常な症状から、新しい亜型のインフルエンザ患者を

発見するために、疑われる症例を診断に結びつけていくシステム。 
 
○ ウイルス学的サーベイランス 

流行している新型インフルエンザウイルスの抗原性、遺伝子型、抗インフルエンザウ

イルス薬への感受性を調べ、ワクチンの効果や治療方法の評価、あるいはそれらの変更

の根拠とするためのシステム。 
 
○ 個人防護具（P e r s o n a l  P r o t e c t i v e  E q u i p m e n t：ＰＰＥ) 

マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、化学物質、放射性物質、

その他の危険有害要因との接触による障害から個人を守るために作成・考案された防護

具。特に病原体の場合は、その感染を防御することが目的であり、感染経路や用途（ス

クリーニング、診察、調査、侵襲的処置等）に応じて適切なＰＰＥを考案・準備する必

要がある。 
 
○ 感染症指定医療機関 

感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感

染症指定医療機関及び結核指定医療機関のこと。 
※特定感染症指定医療機関：新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若

しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚

生労働大臣が指定した病院。 
※第一種感染症指定医療機関：一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感

染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院。 
※第二種感染症指定医療機関：二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の

入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院。 
※結核指定医療機関：結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道

府県知事が指定した病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政令で定める

ものを含む。）又は薬局。 
 
○ 抗インフルエンザウイルス薬 

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエンザの
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症状を軽減する薬剤。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイル薬の一つであ

り、ウイルスの増殖を抑える効果がある。 
 
○ プレパンデミックワクチン 

新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する

可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン（現在はＨ５Ｎ１亜

型を用いて製造）。 
 
○ パンデミックワクチン 

新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス又はこ

れと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン 
 

 
出典 
・ 新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関す

る関係省庁対策会議、平成２１年２月改定） 
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